
第８回中央区地域福祉計画策定委員会 
次    第 

                                        

日時：平成１７年１０月２５日（火） 

                                     午後６時３０分から 

                             場所：中央コミュニティセンター 

                   ６１講習室  

 
 
本日の議題 
 

１ 合同フォーラムの意見交換の結果について 
   

２ 計画案について 
 
３ 計画の推進体制について 
   
４ その他 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合同フォーラムにおける意見交換の内容 

              

質問１ 

質問者－長谷部委員： 「地域防犯パトロール」事業について 

 現在娘の小学校で、朝夕の登下校時にパトロール活動を行っているが、不審者が出ると

の噂が流れると非常に心配。特に、子どもルームや友人宅に遊びに出かける時間など、放

課後の時間帯に注意が必要。また、女性だけでは不安もあるため、夕方など、保護者が仕

事に出ている時間などは、元気のある高齢者や、休暇をとっている等の男性がパトロール

の担い手となってほしい。 

 

回答者－C分科会矢部委員 

 よく理解できる。現在自分は朝の７～８時まで交通安全のために、横断歩道等で通行者

のための旗振りを行っているが、夕方や夜になると、子どもだけで外を歩いているケース

はよく目につく。多様な意見は反映させていきたい。 

 

 

質問２ 

質問者－市川委員：「ふれあいの場所等について」 

 現在自分は一軒家を利用して、子育てのための「リラックス館」（２歳児以上を受け付け

ている）を営んでいるが、非常に高い需要を感じる。子どもを受け入れる環境が不足して

いるのではないだろうか。地域に、子どもが集まって遊ぶ環境があれば、子育てをする親

の負担も軽くなる。地域ごとの遊び場（居場所）つくりが必要ではないか。アメリカでは、

ガレージを作って若者の集いの場所を作っているという話もある。 

 

回答者－C分科会矢部委員 

 子どもの居場所がないのはその通りである。特に放課後の数時間について、受け入れ体

制が整備されていない。子どもはお年寄りでも、男性でも分け目なく受け入れることがで

きるため、そういった人材を活用し、「子育てサロン」を増設していくことが必要。 

 

 

質問３ 

質問者－市川委員：「相談センター」の整備について 

 現在、子育てをする親等の悩みを受け付けるNPO法人の「相談センター」を４月から立

ち上げているが、現在まで、約１０００件の相談を受け付けている。ニートの問題など地

域の様々な問題について、問題解決に取り組むセンターが必要ではないか。 

 



回答者：A分科会板倉委員 

 必要性は感じている。これについては行政の力も借りなければならないと感じている。 

 ニートについては、早期のうちに専門家に結びつけることが必要だと感じている。 

 

質問４ 

一般傍聴者－中村氏：「計画実行の検証で、第三者評価を行うのか」 

 ４月に千葉市に引っ越してきたばかりで、地域福祉計画に関心がある。 

 地域福祉計画策定後、計画を実行に移ってゆくが、推進協議会の担い手はどうなるのか

私はＮＰＯ活動をしているが計画実行の検証の際に、第三者評価を行う予定はあるのか。

自治会等の計画策定をした人間だけでなく、専門的に検証を行っている機関などに担当さ

せるべき。 

 

回答者－事務局森川主幹 

 計画策定後、各区に地域福祉計画推進協議会を発足させる予定だが、そのメンバーにつ

いては、公募で、フォーラム委員以外の方にも参加していただく予定である。NPO法人等

についても積極的に参加してもらいたい。 

 

 

質問５ 

一般傍聴者－中村氏：「計画が医療について全く触れていないのはなぜか。」 

 計画は、医療的なケアがなければ、外出ができない人などを想定して策定されているの

か。病院の情報や、地域の医院等の情報を網羅したパンフレットなどの作成は考えている

のか。 

 

回答者－事務局森川主幹 

 地域福祉計画はフォーラム委員から出された生活課題をもとに作成されています。 

医療に関する生活課題が少なかったと思われますので、地域福祉計画では医療は 

主体的には取り扱わない予定です。 

 千葉市の行政計画としては医療については、地域保健医療計画で盛り込まれている。介

護状態に陥らないような支援が必要。 

 

 

質問（提言）５ 

質問（提言者）－岡田委員：「地域の相談支援センターの必要性について」 

 現在、千葉市ハーモニープラザ内の女性センターでは、１０～３時の間、様々な相談を

受け付けている。その中で医療に関する相談も受けています。 



また、相談センター「助っ人」では、２４時間、相談の TELが鳴り響いているという。地

域の相談支援センターは必要ではないか。 

 

質問６ 

質問者－青木委員：「専門家の支援の必要性について」 

 相談を受け付ける人材ということでは、施設職員など、その分野の専門家などが、適任

であると考えられるが、中央区独特の問題として、施設の数が少ないという問題があるの

ではないだろうか。 

 

回答者－鳥内委員 

 施設がないわけではない。精神障害者の施設は千葉市全体で１０施設存在するが、その

うちの５施設は、中央区にある。比較的多いのではないだろうか。また、確かに法人立の

施設は少ないかもしれないが、市単事業を行っている施設は数多くある。通常、精神障害

者の施設は、看板などを掲げておらず、また、その家族なども、公には出ず、ひっそりと

しているのが現状である。しかし、今後はオープンにしてゆき、精神障害者も地域の人々

と積極的に交流を行うことができるようにしたい。 

 

 

質問６ 

質問者－島村委員：「ドッキングプレイスについて」 

 基本方針１～７に共通するのは場所の問題である。多目的なスペースがあってこそのド

ッキングプレイスではないだろうか。優先順位が Step２になっているが、これは Step１に

したほうが順序的に正しいのではないだろうか。 

 

回答者－鴇田委員 

 ドッキングプレイスについては、現在、個別に存在しているものを、将来的に一体的な

ものにしていきたいということで Step２に分類されている。現状は一つ一つを確実に整備

していきたいということ。 

 

 

質問７ 

一般傍聴者－中村氏：「公園の活用策について」 

 一般に遊び場といえば、ハコモノのイメージが強いが、公園は、障害者に使いづらい構

造となっている。例えば水道栓は両手で手を洗えない構造になっている。公園でみんなが

遊ぶ取り組みがあってもいいんではないだろうか。 

 



質問（提言）７ 

質問（提言者）－長谷部委員：同一地域の公園でも、みんなで使っているところは地域で 

掃除もするし設備が壊れたら役所に修理を依頼します。使わないところは、草ボウボウに 

なり、ますます人も来なくなっています。 

 

回答者－鴇田委員 

 子育てサロンなどでも、最初は集った母親が片付けもせず帰ってしまったり主催者と集

う人との間に溝があったりしますが、次第に協力関係ができて理解しあい良くなっていき

ます。 

 地域の住民がしっかりと公園を管理しているところは、きれいで使いやすくなっている。 

みんなでよくしていこうとしていく意識が大切ではないだろうか。 
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第１章 計画の概要では、この計画を策定する背景と目的、計画の

期間、計画の策定体制を記述しています。 

第２章 中央区の現状と課題では、まず中央区にある施設などをあ

らためて紹介するとともに、統計データによって人口動態を紹介し

ます。 

また、地域における身近な生活課題とキーワードを記述していま

す。  
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第１章 計画の概要 
 

１ 計画策定の背景と目的 
少子高齢化や核家族化の進展と社会情勢によって、身近な生活課題に対する

近隣同士での助け合いや地域のつながりが希薄になってしまっています。 

また一方で、地域で暮らしてゆく中で、様々な生活上の課題が増えてきまし

た。   

たとえば、高齢化と核家族化により高齢者世帯の介護の問題や母親の育児不

安、障害者の地域交流や雇用の促進、また、地域の身近な場所での犯罪の多発

や高齢者をねらった振り込め詐欺・リフォーム詐欺の問題、ニートやホームレ

スの増加などがあります。 

行政では、保健・医療・福祉、その他のサービスの提供を進めていますが、

市民ニーズを十分に把握し、スピーディに対応するには行政だけでは十分こた

えられない状況にあります。 

そこで、身近な地域の課題や問題について、できることは地域で解決してい

く、地域の支え合い・助け合いの力＝『地域力
ちいきりょく

』を高めていくことが大切にな

っています。 

『地域力
ちいきりょく

』を高めていくためには、地域住民をはじめとして、町内自治会、

民生・児童委員、社会福祉協議会地区部会（以下、社協地区部会とする。）、Ｎ

ＰＯ・ボランティア、社会福祉事業者、学校、企業など、様々な人と団体・組

織が地域で連携を深めていく必要があります。 

中央区においても、誰もが住みなれた地域で、安心して充実した生活を送れ

るように、地域で福祉活動を行っている団体と連携して、区民一人ひとりが、

地域の構成員として役割をもち、今まで以上に協力し、支え合い助け合う仕組

みをつくることを目指し、「中央区地域福祉計画」を策定しました。 
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２ 計画の特徴 
（１）計画書づくりには、多くの住民の皆さんが参加しました。 

  地域の生活課題や問題点の抽出から、その解決に向けた取り組みにいたる

まで、すべて住民の皆さんの話し合いで、決めていきました。 

 

（２）主役は、住民の皆さんです。 

  住民の手による、住民のための計画です。 

 

（３）従来の行政計画とは異なります。 

  この計画書の内容は、地域の住民の皆さんにすべてやって下さい、と押し

付けるものではありませんが、計画書の内容を見て、重要度の高いもの、

取り組みやすいものから、地域の実情に応じて、順番に、住民の皆さんが、

話し合って、役割を決めて取り組んで下さることが期待されています。 

 

（４）地域の力を結集することが必要です。 

  地域ではたくさんの人、組織、団体が地域福祉活動をしています。 

  それでもなお、解決できず、生活課題として出されてきたものがまだかな

り多く存在しています。 

  地域の力を結集し、それぞれが役割をもち、課題解決に取り組まなければ

なりません。地域力を高めていくことが成功の鍵です。 

 

（５）計画づくりが、地域の人たちの顔を知るきっかけづくりになりました。 

この計画づくりを機会に、地域を構成している人たちがお互いの顔を 

  知る機会となりました。 

  計画書を飛行機にたとえれば、エンジンは私たち地域の一人ひとりの力で

す。 

  さあ、離陸のときです。 
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３ 区民参加による計画づくり  
（１）地区フォーラムの設置 

 身近な地域の課題を地域の住民自身で考え、その課題に対する解決策など

を検討するため、中央区を４つの地区に分け、それぞれ地区フォーラムをた

ちあげました。（平成１６年４月第１回開催） 

 地区フォーラムには、地域住民（住民には、福祉サービスを受けている当

事者や家族も含まれます）、町内自治会、民生・児童委員、社協・地区部会な

ど地域の福祉活動を行っている団体・組織、社会福祉事業者など、中央区全

体で総勢７８名の区民の皆さんに参加していただきました。 

平成１６年４月から約１年にわたり、毎月平均１回集まり、活発な議論を

重ねて、生活課題の抽出から解決策を導き出すまでの作業をしてきました。 

（２）中央区策定委員会の設置 

   地区フォーラムから代表者を選出して、計画策定までの作業方針を定める

とともに、区計画の策定を行いました。（平成１６年７月第１回開催）  

（３）分科会の設置 

   地区フォーラムを横断的に組織する分科会を立ち上げ、地区フォーラムで

検討した解決策をもとに、基本方針ごとの計画案づくりを行いました。  

（平成１７年１月第１回開催） 

 << 地区フォーラム区割り図 >> 
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 地 区 フ ォ ー ラ ム 

中央区地域福祉計画策定委員会 分 科 会 

フォーラム委員長会議

 計画策定までの進め方

　中央区の地域福祉計画策定までの進め方については、まず地区フォーラムで生活課
題を抽出して、キーワード・対象者ごとに解決策の検討を行いました。
　地区フォーラム委員長会議では基本方針、基本目標、計画書の全体の素案づくり
を行ない、また、基本方針ごとの具体的な計画案づくりは分科会で行いました。
 

＜地区フォーラム＞

生活課題を抽出
し、キーワード・
対象者ごとに整理

解決策の検討

＜策定委員会＞

＜分科会＞

計画全体構成の
検討

＜フォーラム委員長会議＞

基本目標の素案・
計画書全体の素案
づくり

基本方針の検討

計画案の決定

基本目標の決定

基本方針の決定

計画の決定

『具体的取組検討』

地区フォーラムでの
解決策をもとに、基
本方針ごとの具体的
な計画案づくり

合同フォーラム

パブリックコメント

合同フォーラム
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４ 計画の位置づけ 
（１）法的な位置づけ 

 平成１２年６月の社会福祉法の改正により、地域福祉の推進を図ることを 

目的として、市町村による地域福祉計画の策定が新たに定められました。 

（社会福祉法第 107 条抄 資料編参照） 

中央区地域福祉計画は、社会福祉法に基づく「地域福祉計画」として位置づ

けられます。 

 

（２）全市的な計画（千葉市地域福祉計画）との関係 

区計画は、身近な地域での様々な生活課題に対して、自分のことは自分で

行うこと（自助）、地域住民同士が支え合うこと（共助）を中心とした住民に

よる参加・活動の計画です。 

策定当初から多くの住民の皆さんの参加を得て、自ら課題を設定し検討を

行ったものであり、身近な生活課題の解決策が盛り込まれています。 

一方、市計画は、地域福祉に関する基本的理念や意義を明らかにするとと

もに、各区の計画に盛り込まれた自助・共助を中心とした取り組みを支援す

る公的施策や地域福祉を推進するための基盤づくりとして全市的に実施すべ

き行政施策（施設整備、サービス、人材育成、情報等）（公助）を中心として

盛り込まれています。 

 

   

５ 計画の期間 
この計画の期間は、平成１８年度から平成２２年度までの５年間です。 

今後、必要に応じて見直しを行います。 
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第２章 中央区の現状と課題 
 

１ 中央区の現状 
中央区は，千葉市の南西部寄りに位置し，明治のはじめ、県庁がこの地のお

かれたときより、県の政治、経済、文化の中心地区として栄えてきました。 

先の大戦では、旧千葉駅（現在の市民会館）周辺から西千葉、稲毛方面にか

けて日本陸軍の軍事施設があったことから大規模な空襲を受け、中心市街地の

約７割を焼失する被害を被りましたが、地域住民のたゆみない努力により、急

速な都市の復興を遂げ、現在、千葉都心地区を中心に，県庁，市役所などの公

的機関のほか、業務・商業・サービス機能など多くの都市機能が集積していま

す。 

蘇我駅周辺では、京葉線の蘇我駅―東京駅

間が開通して首都圏を結ぶ交通の結節点と

なった利点をいかし、これまで本市の経済を

底支えしてきた川崎製鉄（現在ＪＦＥスチー

ル）千葉工場の再整備計画とタイアップして、

商業・業務・住居など多様な都市機能の整備

が進められています。 

また、中央区は住民が暮らし、学び、生み、

育てるための生活環境が充実しています。  

千葉市美術館、千葉市中央図書館・生涯学習

センターをはじめ、県立美術館、博物館などの教育文化施設、千葉港のシンボ

ルであるポートタワー，人口海浜を備えたポートパーク、千葉公園、青葉の森

公園や都市緑化植物園、新宿公園プロムナードなど、個性豊かなスポーツ施設、

公園施設が整備され、休日には、家族や友人が連れだって利用しています。 

さらに、千葉市ハーモニープラザ、消費生活センター、市立青葉病院など，

住民が安心してゆとりのある生活をするための施設も身近に整備されています。 

中央区は，県都の中心都市として，教育・文化・スポーツ施設が充実した、

うるおいと活気に満ちた文化の香り高いまちです。 

 

 

 

 

千葉ポートタワー 
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統計データ等から見た中央区の現状  

（１）人口・世帯数 

中央区の人口は、平成１７年９月３０日現在で１８３，１９８人であり、  

５年前と比較すると約１３，０００人増加しています。 

年齢三区分別人口の割合で５年前と比較すると、年少人口（１４歳以下）は

１１％増加し、高齢者人口  (６５歳以上)は２２％増加しています。 

世帯数は、８３，３９１世帯であり、５年前と比較すると約７，４００世帯

の増加となっています。 

 

（平成1 2 年）                  （単位：人口は人・世帯数は世帯） 

総人口 
年少人口 

（1 4 歳以下） 

高齢者人口 

（6 5 歳以上） 
世帯数 

市・区 

   人口比率   人口比率  

千葉市 8 8 5 ,1 1 0  1 2 5 ,0 1 6  1 4 .1 %  1 0 9 ,2 3 7  1 2 .3 %  3 5 4 ,9 1 2  

 中央区 1 7 0 ,2 3 5  2 0 ,9 2 1  1 2 .3 %  2 6 ,7 3 5  1 5 .7 %  7 5 ,9 7 3  

 花見川区 1 7 9 ,0 8 0  2 4 ,5 0 9  1 3 .7 %  2 1 ,5 3 0  1 2 .0 %  7 0 ,6 8 9  

 稲毛区 1 4 6 ,9 2 8  1 9 ,8 2 4  1 3 .5 %  1 8 ,6 4 8  1 2 .7 %  5 9 ,8 3 6  

 若葉区 1 5 1 ,2 2 1  1 8 ,6 8 4  1 2 .4 %  2 0 ,8 8 6  1 3 .8 %  5 9 ,5 1 9  

 緑区 1 0 1 ,7 6 5  2 1 ,6 5 2  2 1 .3 %  1 0 ,4 4 4  1 0 .3 %  3 5 ,9 2 9  

 美浜区 1 3 5 ,8 8 1  1 9 ,4 2 6  1 4 .3 %  1 0 ,9 9 4  8 .1 %  5 2 ,9 6 6  

  
（平成1 7 年）                    （単位：人口は人・世帯数は世帯） 

総人口 
年少人口 

（1 4 歳以下） 

高齢者人口 

（6 5 歳以上） 
世帯数 

市・区 

   人口比率   人口比率  

千葉市 9 2 1 ,6 5 3  1 2 9 ,0 9 8  1 4 .0 %  1 4 7 ,3 6 3  1 6 .0 %  3 8 3 ,2 4 3  

 中央区 1 8 3 ,1 9 8  2 3 ,2 3 5  1 2 .7 %  3 2 ,6 1 9  1 7 .8 %  8 3 ,3 9 1  

 花見川区 1 8 0 ,9 3 3  2 4 ,7 5 8  1 3 .7 %  2 9 ,3 6 4  1 6 ,2 %  7 4 ,6 1 8  

 稲毛区 1 4 9 ,0 2 1  1 9 ,3 6 1  1 3 .0 %  2 4 ,1 6 3  1 6 .2 %  6 2 ,6 6 5  

 若葉区 1 4 9 ,7 7 7  1 9 ,9 5 6  1 3 .3 %  2 8 ,2 7 4  1 8 .9 %  6 2 ,1 2 9  

 緑区 1 1 2 ,7 9 3  2 0 ,2 6 3  1 8 .0 %  1 4 ,5 6 6  1 2 .9 %  4 1 ,0 2 2  

 美浜区 1 4 5 ,9 3 1  2 1 ,5 2 5  1 4 .8 %  1 8 ,3 7 7  1 2 .6 %  5 9 ,4 1 8  

※各年とも9 月3 0 日現在の登録人口  
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（２）高齢世帯数                                     

高齢世帯が一般世帯総数に占める割合を６区別にみると，高齢世帯が最も多

い中央区が 26.6％と市平均を上回り、一方美浜区の 16.4％が一番低くなってい 

ます。 

65歳以上親族のいる一般世帯数（平成12年国勢調査）

中央区 74,372 19,798 5,297 5,032 26.6 7.1 6.8
花見川区 70,331 16,029 3,418 4,511 22.8 4.9 6.4
稲毛区 59,773 13,412 2,926 3,978 22.4 4.9 6.7
若葉区 54,791 14,250 2,594 4,100 26 4.7 7.5
緑区 34,259 7,202 1,066 1,825 21 3.1 5.3
美浜区 51,962 8,539 2,085 2,624 16.4 4 5
千葉市 345,488 79,230 17,386 22,070 22.9 5 6.4

高齢単身世帯とは、65歳以上の者１人のみの一般世帯（他の世帯員がいないもの)をいう。
高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦一組の一般世帯をいう。
国勢調査　（平成12年10月1日現在）

６５歳以上家族のいる一般世帯

区　　分

一般世帯総数に占める割合(%)

うち高齢単
身世帯

高齢夫
婦世帯

うち高齢夫
婦世帯

高齢単
身世帯

高齢世帯一般世帯数

 

（３）要介護認定者数 

   中央区の介護保険制度における要支援、要介護者数は４，９５１人です。 

      市全体では、平成１３年から約２倍に増加しています。   （単位：人） 

市・区 要支援 
要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 
計 

千葉市 

（平成 1 3 年） 
9 7 3  2 ,8 4 2  2 ,0 2 7  1 ,5 1 6  1 ,6 8 5  1 ,6 1 8  1 0 ,6 6 1  

千葉市 

（平成 1 7 年） 
3 ,6 8 8  6 4 2 6  2 ,8 2 9  2 ,4 4 0  2 ,5 0 7  2 ,1 8 8  2 0 ,0 7 8  

 中央区 9 6 8  1 ,5 6 3  7 1 3  5 8 4  5 9 4  5 2 9  4 ,9 5 1  

 花見川区 9 1 1  1 ,1 5 2  4 7 2  4 4 7  4 7 3  4 0 5  3 ,8 6 0  

 稲毛区 4 6 9  9 2 9  4 5 4  3 4 5  4 0 3  3 8 7  2 ,9 8 7  

 若葉区 5 4 8  1 ,2 9 2  6 0 0  5 4 4  5 4 8  4 8 2  4 ,0 1 4  

 緑区 4 0 6  7 7 7  2 7 7  2 8 8  2 8 9  2 1 0  2 ,2 4 7  

 美浜区 3 8 6  7 1 3  3 1 3  2 3 2  2 0 0  1 7 5  2 ,0 1 9  

※ 死亡、転出者を除き、転入者を含んだ実数        各年とも 3月 31 日現在 
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（４）障害者手帳交付数 

① 身体障害者手帳は、身体機能、内部機能障害等のある人に交付されてい

ます。中央区の身体障害者の手帳交付数は、平成１３年から約８５０人増

加しています。                       （単位：人）  

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

② 療育手帳交付数                      

療育手帳は、知的障害者（児）に交付されています。 

                              （単位：人）  

平成 1 3 年 平成 1 7 年 

市・区 1 8 歳未

満 

1 8 歳以

上 
計 

1 8 歳未

満 

1 8 歳以

上 
計 

千葉市 8 5 3  2 ,0 7 8  2 ,9 3 1  1 ,1 0 6  2 ,5 0 9  3 ,6 1 5  

 中央区 1 3 4  4 6 9  6 0 3  1 9 0  5 2 4  7 1 4  

 花見川区 1 7 3  3 6 5  5 3 8  2 1 3  4 4 9  6 6 2  

 稲毛区 1 4 3  3 6 0  5 0 3  1 5 9  4 4 2  6 0 1  

 若葉区 1 4 7  4 1 0  5 5 7  1 9 5  4 9 6  6 9 1  

 緑区 1 1 5  2 1 5  3 3 0  1 6 6  2 7 8  4 4 4  

 美浜区 1 4 1  2 5 9  4 0 0  1 8 3  3 2 0  5 0 3  

※各年とも３月３１日現在 

 

平成 1３年 平成 1 7 年 

市・区 1 8 歳未

満 

1 8 歳以

上 
計 

1 8 歳未

満 

1 8 歳以

上 
計 

千葉市 8 5 7  1 8 ,5 0 4  1 9 ,3 6 1  9 7 2  2 2 ,2 4 8  2 3 ,2 2 0  

  中央区 1 1 2  3 ,9 9 4  4 ,1 0 6  1 4 2  4 ,6 6 9  4 ,8 1 1  

  花見川区 1 4 6  3 ,8 2 3  3 ,9 6 9  1 3 8  4 ,4 5 5  4 ,5 9 3  

  稲毛区 1 5 0  2 ,9 7 5  3 ,1 2 5  1 7 2  3 ,6 7 5  3 ,8 4 7  

  若葉区 1 4 8  3 ,5 0 3  3 ,6 5 1  1 6 8  4 ,1 9 9  4 ,3 6 7  

  緑区 2 1 3  1 ,8 8 8  2 ,1 0 1  2 4 2  2 ,2 5 9  2 ,5 0 1  

  美浜区 8 8  2 ,3 2 1  2 ,4 0 9  1 1 0  2 ,9 9 1  3 ,1 0 1  

※各年とも３月３１日現在 
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③ 精神障害者保健福祉手帳交付数 

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のため長期にわたり日常生活または

社会生活への制約がある人に交付されています。精神障害者の手帳交付数は、

市全体で平成１３年から約２倍となっています。                 

（単位：人） 

 
  年齢 

年 
2 0 歳未満 

2 0 ～3 9

歳 

4 0 ～6 4

歳 
6 5 歳以上 計 

平成 1 3 年 9   4 2 3  3 9 7  5 8  8 8 7  
千葉市 

平成 1 7 年  1 0   7 0 7  8 9 8  1 4 6  1 ,7 6 1  

 ※各年とも３月３１日現在 
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２ 地域における身近な生活課題 
 

 各地区フォーラムにおいて、委員の皆さんが日頃感じている生活全般に 

関わる問題を身近な生活課題として出し合いました。 

 出された生活課題を、解決策を検討するために、キーワード、対象者ごと

に整理しました。 

  

 

         ＜キーワード＞ 
     

 ○ 居場所、交流、近隣関係の希薄化 

 

     ○ 社会参加、活動の場、就労 

 

     ○ 人材  

 

      ○ 身近な生活支援 

 

      ○ 相談、情報、ネットワーク 

 

      ○ 心のバリアフリー、福祉教育 

 

      ○ 安全、バリアフリー 
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（高齢者）

居場所、交流、近隣関係の希薄化(1)

高齢者が気軽に立ち
寄り、仲間づくりができ
る場所がない。

高齢者が気軽に集まれる場所
がない。公民館は申し込みしな
いと利用できない

高齢者が日常的に
茶飲み話ができる
場所がほしい

独居老人は近
所との付き合い
が少なく、精神
的ケアが必要

独居老人は近所との付
き合いが少なく、老人
会加入を勧めても入ら
ないし何かの時どうする
か心配

引きこもりがちな老人が
多く様子を見に行くと結
構おしゃべりができるが
会合に誘うと出たがらな
い

高齢者が地域の行事
に参加することが少
なくなり、人と接する
ことがなくなり、地域
での交流が希薄に
なってしまう

高齢者が他の地域
からマンションに越
してきて、近所に話
す人がいないと、ス
トレスがたまる

外出が億劫
で家に引き
こもる老人が
いる

集合住宅に居住し
ている高齢者の実
態が把握しづらい
ため近所であって
も面識がない
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相互に交流を深めたり、心身の健康増進を図ることや相

談等を目的として、公民館、保健所などの施設利用状況は

非常に高く、公共施設だけでは対応しきれない状況となっ

ている。また、児童と高齢者と障害者とのふれあう交流の

場も必要との声があり、安全で利用しやすい形態はもちろ

んのこと、魅力ある交流の機会が必要であり、公共施設の

有効活用を含め、地域ぐるみの協力体制が求められている。 

 

＜高齢者が求める交流の場所、機会＞ 

 比較的元気な高齢者は、日常的に、身近な場所で茶飲み

話が出来る場を求めている。 

また、外出が億劫となることや人の好き嫌いが激しくな

り他人の噂を気にしたりするなど、様々な理由で家に引き

こもりがちな高齢者は実態として多く、話相手がなくスト

レスがたまったり、寂しい思いをしている人が大半で、ま

た生活に不便・不安を感じて支援を求めている人が多いと

考えられる。 

老人会や会合にも、はじめのきっかけがつかめなかった

り、遠慮や後から入るのことは敷居が高すぎると感じて参

加できない人も居るようだ。 

  身近で仲間作りをすることが最も好ましいが、老人会等

も十分機能していない場合が多く、まず第一に身近で気軽

に集える場所が不足していることが言える。 

公民館等の公共施設・老人集いの家・民間福祉施設等が

考えられるが、ごく一部に限られる。 

身近で参加しやすいものとして、自治会集会所でのいき

いきサロンが期待されるが、回数も少なくまだ程遠いもの

と言わざるを得ない。 

 どこでどんな集いがあるか、またどんな支援が受けられ

るかと言った情報が高齢者に伝わっていない場合が多く、

この情報伝達方法の改善は、高齢者の生きがい・役割の分

担・集いの魅力向上と言ったこととともに、課題のひとつ

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

・いきいきプラザや老人つ

どいの家など、施設の場所

や事業の存在を知らせる

役割の仕組み（人、情報体

制）がない。 

           

・常日頃からの近所付き合

いができていないことや、

はじめのきっかけがないま

ま、参加できない人がでて

しまう。 

           

・参加する人の近隣に、適

切な求める施設がない。 

           

・なかなかよい試みも認め

られるようになったが、回

数が少なかったりでニー

ズに応えるところまでに

とてもいっていない 

 

 

 

 

 

  

 

課題の整理 福祉の現状 
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（子ども、育児中の親）

児童が集まる
行事が年１回
しかないので
地域への愛着
がわかない

子ども会の人数が少な
いため、みこしの担ぎ
手がなかったり、異年
齢の子ども達の交流が
できない

こども（障害児を含む）
の安全な遊び場、特
に屋内施設が地域に
不足している

子ども同士で安
全に気軽に遊べ
る施設や場所が
近くにほしい

学童ルーム
の活動ス
ペースが狭
いため、室内
で遊ぶことが
多い

子ども達の安全
な遊び場が少な
く外で遊ぶ姿が
見えない

公民館、児童
館がない地区
がある

子どもルームのない小学
校がある。仕事を持つ母
親が多いため学童保育の
ある学校へ流出する子ど
もも多い。夕方遅くまで子
どもだけで家にいる子も多
い

子どもルームは６時ま
でなので、保護者が
帰宅するまでの時間
帯が心配。８時ぐらい
まで預かってほしい

子どもいじめや家
庭内暴力の横行
を防ぐために父
母を含めた育児
教育の場として育
児サークルが必
要

公園や外で遊ぶ場
所があるのに学校
から帰った児童が
ゲーム等で家に閉
じこもる

塾通いや宿題
に追われて休
日も元気に友
達と外で遊ぶ
子供が少ない

子どもが道
路上で遊ん
でいる。遊
び場が不足
している

片親だったり共働
きであったり、寂し
い思いをしてる子
どもの居場所がほ
しい

児童の放課後の居
場所として身近で
親としても安心でき
るような場所が不
足。

育児に孤立感や不
安を抱く母親にとっ
て、同じ悩みを抱え
る親が母子で集ま
れる場がほしい

短時間の託
児の場（一時
保育）が近く
にない

虐待や不登校現象
の原因の一つが親
としての資質に欠け
る点にある。

子どもの一時預かりや迎えな
どの子育て支援策は不足して
いるが、古き良き地域の共同
体といった困ったときに近所で
気軽に助け合えるような関係
がなくなってしまったことが大き
な問題

児童の遊び場は十分な
広さはあるが遊具の種類
が少なく子どもが帰ること
がある。トイレが全然なく
困っている
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＜子どもが集まる場所、機会＞ 

毎日のように犯罪のニュースを目にし、地域においては子

どもの安全を何とかして守りたいと、学校、警察などと協

力体制を築いているところである。 

 このような状況下で、仕事と子育てを両立する家庭にと

っては、保育所の延長保育、一時預かり、子どもルーム、

ファミリーサポートセンターなどを最大限に活用してい

るものの、どうしても時間的な制約や経済的な面で、やむ

を得ず、子どもだけで家に留守番をさせたり、安心できる

遊び場所を近隣に求めても、適当なものが見当たらない。 

 地域の中には、子どもを預かれる人がいるのかもわから

ない。 

また、交流や場の設定については、子どもたちにとって、

魅力があり、地域への愛着がわくようなイベントが欠けて

いるところがあり、異年齢の子どもたちの交流を深める点

においても、地域ぐるみの積極的な取り組みが必要と思わ

れる。 

 

 

 

＜育児中の親が求める交流の場所、機会＞ 

 核家族化や近隣関係の希薄化、離婚件数の増加あるいは

景気の低迷などにより、仕事と子育てを両立する家庭を取

り巻く環境は厳しく、一方、幼児教育に悩む親は多いにも

かかわらず、同じ悩みを持つ親同士の集まりの場が不足し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

・常日頃からの近所付き合

いができていないことで、

信頼関係が築かれていない

ため、子どもを預けられな

い。 

           

・子どもを預かれる人の情

報網がない。 

            

・預かる人や場所が不足 

          

           

・地域ぐるみで交流をテー

マにした検討組織がない。 

 

 

 

 

 

           

・相談にのれる人が身近に

いない。 

           

・日頃からの近所付き合い

ができていない。 

           

・悩みを持つ人や場の存在

についての情報網がない。 

           

・悩みを持つ人の集まりの

場が不足。 

 

 

 

 

 

課題の整理 福祉の現状 
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（障害者（児））

（対象者全般の居場所、交流）

知的障害児の
放課後・休日
に遊べる場が
少ない

老人と子どもの
交流の場とし
て小学校の空
き教室を開放
して欲しい

障害者が参加
できる地域で
のイベントが少
ない

回覧板が遅れ
てきたり、来な
かったり、信頼
性がなく、内容
的にもつまらな
い

町内会に入っても得がない、回覧
の内容は味がない、回覧するの
が面倒、町内には世話にならな
い、困っていないことを理由に隣
近所とのつきあいを拒否し、町内
会を脱退する人がいる

聴覚障害者が公民
館など地域の講演
会に参加しようとして
も手話通訳がつかな
いので参加できない

行ってみたい、
やってみたい魅
力的な地域交流
の機会がない

障害者のワーク
ホームを広く高齢
者や児童にも開放
してほしい

児童と老人と障害者と
のふれあいの場や思い
やりの心を育てる場が
少ない

障害児を預かって
くれる保育園や幼
稚園が少ない

障害者に対しての偏見
や誤解を解くために障
害者との交流が必要

養護学校へ通う障害
児と地域の友達との
日常的に出会える機
会が必要

障害者の施設を高齢
者・児童・ボランティ
アなど積極的に利用
してほしい

地域住民全体
のコミュニティ
が不足している

せっかく障害者の人が参加
できる公共施設での催しで
あっても、会場の構造・主催
者のサービスに問題があり
参加できない場合がある

公共施設は家庭調理実
習用に作られていて大量
炊事のためではないの
で、ふれあい食事サービ
スのための大規模な施
設がほしい
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＜障害者（児）が求める交流の場所、機会＞ 

 知的障害児の放課後や休日に遊べる場所が少ない。 

 障害者のための身近な施設についても、地域の理解が得

られない場合がある。          

 障害児を預かってくれる保育園や幼稚園が少ない。    

 障害者が参加できるイベントが少ないばかりか、イベン

ト会場に、施設上のバリアフリーや手話通訳などが整って

いないため、参加に支障がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象者全般が求める交流の場所、機会＞ 

子どもも、障害のある方も、高齢者も誰もが、地域の一員

として豊かに生活することが重要であるが、児童と高齢者

と障害者が日常的に出会えるような、ふれあいの場が身近

なところに少ない。 

地域の中での交流の場については、参加したくなるような

魅力的な交流の機会が少ないことが問題であり、住民、町

内自治会、民生・児童委員、学校、各種福祉団体など、関

係する機関の一体的な協力体制の取り組みが求められて

いる。 

 障害者への偏見や誤解をいかになくしていくのか、この

ためには、地域における障害者との十分な交流の場が必要

である。            

           

・障害児の遊び場所が不足

している。           

・地域の人との協力体制が

構築されていない。 

           

・常日頃からの近所付き合

いができていないことで、

信頼関係が築かれていない。

           

・障害児を預ける施設が不

足している。 

           

・イベント情報網がない。 

           

・イベント主催者側に、障

害者対応の意識付けがされ

ていない。 

 

 

 

 

 

           

・常日頃からの近所付き合

いができていないことで、

それぞれの理解が不十分。 

           

・地域において、一体的な

協力体制づくりの機運と

行動が必要。 

           

・障害者への偏見や誤解も

残っており、当事者や家族

からの話を聞く機会がほ

とんどない。  

課題の整理 福祉の現状 
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（高齢者）

（子育て中の親）

（障害児（者））

高齢者の地域参加、社
会参加が少なく、閉じこ
もりがちな高齢者が多
い

独居高齢者が閉じ
こもりがちで友達
づくりに苦慮して
いる

精神障害者の社
会復帰施設が質・
量ともに少なく、
行き場が乏しい

障害者が安定して働ける
場所が少なく障害年金や
作業所での僅かな手当で
生活せざるを得ない

高齢者といえど元気なう
ちは働いて社会と関わり
を持っていたいと誰しも
が願っている

障害者をいずれ社会復
帰させるにも、障害児に
対して検査や相談など継
続的にきちんと療育を受
けさせたい

養護学校高等部を
卒業した生徒が安
心して活動できる
通所授産や通所更
正が足りない

公民館主催の
講座を受講し
たくても託児施
設がない

障害者の就労
の場が特に近
場にほしい

年金暮らしの高齢者にとって
内職としての適当な仕事が
見つからない

障害者の活動の場として
公民館やコミュニティセン
ターを障害者向けに解放
できないか

軽度障害者・軽度知
的障害者の就労及
び生活支援がまだ
充実していない

障害者の行き場所として作業
所は定員でいっぱいであった
り、入所してもみんなと馴染め
ず困っている人がいる

社会参加、活動の場、就労

高齢者の日ごろからの健康管
理を指導する、相談のできる人
が必要

ネグレクト（育児放棄）・虐待にみ
られるように子どもを育てる能力
に問題がある親がいる。不適切
な養育環境にいる親や子にどう
関わったらよいのか。子育てを教
えてくれる人が周囲にいない。
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定年を迎えたばかりの人や比較的元気な高齢者の多く

は、常に生きがいを求め、いつまでも社会と関わり続けて

いたいという思いがあり、これまで蓄積した知識や能力を

活用し、少しでも社会に貢献したいものと考えている。 

また、子育て中の親や障害者（児）は、社会参加や各種

活動が十分できず、コーディネーター役となる人材が確保

できていないことに関係しているようだ。 

 

＜高齢者の社会参加＞ 

高齢者は、これまで培った知恵や労力を活用した、ボラ

ンティア活動などの社会参加、興味や関心の深いグループ

活動あるいは内職程度の仕事を探そうとしても、うまく見

つけられない。 

結果として人材が活用されない。これが問題である。 

 また、高齢者がいつまでも、健康でいられ、寝たきりな

どの要介護状態に陥ったり、状態を悪化させないよう、日

ごろからの健康管理が必要であり、指導したり、いつでも

相談できるような人材が、常に身近なところにほしい。 

 

＜子育て中の親の社会参加＞ 

 教養を深めたり、様々な社会活動を実行する上で、どう

しても託児施設がないと、参加することができない。 

ファミリーサポートセンターは、当日に頼むことができ

ないので、その場ですぐに申し込める託児利用の仕方はな

いか。 

 子育てを教えてくれる人が周囲にいないものか。 

 

＜障害児（者）＞ 

 障害児（者）にとって、地域社会との関わりを持ちなが

ら、いきいきと自立した生活を送れるよう、身近なところ

に、質・量ともに充実した就労の場がほしいということが

切実な問題である。 

 また、障害者の活動の場として、公民館やコミュニティ

センターを利用したくても、常連のサークル活動等ですで

に、予約でいっぱいであり、思うような活動ができない。  
 

課題の整理 福祉の現状 
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児童の登下校
時に道を渡る
基本を指導し
たい

介護ヘルパーが
手話ができないと
か障害者に対する
理解が十分でない
ため困ることがある

高齢者のグループ
ホームについて、基本
となる福祉の理念が徹
底されていない

他薦ホームヘルパーの
資格・能力・年齢・性
別・人間性に差がある
ため思うよなサービス
が受けられないことが
ある

特殊学級に通っていながらもその障害を
理解されずに二次障害を負った自閉症
児は少なくない。保護者はもっと障害に応
じた支援と教育を望むものであり特別支
援教育への移行も含め障害児教育を充
実してもらいたい

個人情報の扱い方が複数
の人に流れていたり、感情
が派遣状況に反映してい
ることがあり事業所のコー
ディネーターの質を向上さ
せたい。

複数のヘルパーさんか
らサービスを受けてい
る場合に利用状況表
は１枚のため、全ての
人に見られてしまうこと
で、利用しづらくなるこ
とがある。もっと気を
遣ってほしい。

個々 のボランティア活動
者の自己啓発・知識・情
報収集など充実した育成
体制が必要

ボランティア活動に関わり
たいという希望を持つ人は
多いので、その募集・育成
を十分にすべき

性差医療の場が不足
している。女性が女
性医師による安心で
きる医療の場を求め
てもその受け皿がま
だ限られている

託児ボランティアがよ
り安心して利用でき
るように教育・訓練す
る場を増やしてほし
い

障害者のためのボ
ランティアをもっと育
成してほしい

外出を躊躇している
高齢者を外に出して
ウオーキングの指導な
どをしたい

高齢者の知恵や労
力を活用し、奉仕
活動や制作活動に
役立てたい

人材
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＜人材をどのようにして育成するか＞ 

ボランティアに参加したいと希望する人は、結構多くい

るものと思われる。 

その方への必要なかつ正しい知識や最新の情報を提供

しないと、質の高い、適切なサービスをすることができな

い。サービス利用者からの不平や不満を解消したい。 

また、専門的な知識や技能が必要とされるホームヘルパ

ーなどについては、特に教育と育成の観点から質の向上を

図らないと、利用者からの不満はなくならないと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

・ボランティア参加希望

者へ知識、最新情報を提

供する仕組みがない。 

           

・ボランティアの需要と

供給を結びつける仕組み

が不足 

           

・提供者がどの程度の技

量や能力があるのか明確

に示す仕組みがない。 

 
 

 

課題の整理 福祉の現状 
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（高齢者）

独居老人が買い
物や病院通いなど
の日常生活で困っ
ている

高齢者が安心し
て生活できるケ
ア施設が近隣に
不足している

病身の高齢者がヘル
パーがいない時間、
日常生活が不便

向こう三軒両隣の
関係が希薄なため
独居老人が寂しい
思いをしている

一人暮らしに
は、市指定の
ゴミ袋が大きす
ぎる

高齢者が単身で親
戚・知人もなく老後
が心配

独居老人が生活上の不安
が高まっているので老人の
集まりや常時世話体制の仕
組みが必要

介護制度をどう利用し
たらいいかわからない
老人が多いため、支援
必要

家の中で孤独
な状態の老人
が増えている

引きこもりの人達の
発見・相談・自立支
援の必要あり

足腰の弱っている
独居老人のゴミ出
しが大変

高齢者が買い
物に行くのに
坂道が多く、遠
いので苦労し
ている

独居老人がアル
コール依存症で大
声を出したり火の不
始末をおこしたり近
所迷惑

病院への送迎運
転ができない家族
にとって、特に雨
の日は困難

老人への日常生活の援助
活動として、民生委員はど
のような行動をしたらよい
のか

高齢者の移送・移動手段と
して乗り合いバスのような
地域独自の低価格な仕組
みが作れないか

介護予防の推進を広げた
い。家の中に閉じこもること
が原因で介護へ陥ることが
多いので、その前に地域で
何か支え合いができないか

普段、高齢者と接すること
が少ないので、日常生活
の手助けをどうしたらよい
かわからない

介護保険対象直前の高齢者では生活上
困っている人の比率が高いが、この層に対
する制度としての支援がほとんどない。身近
な人々 による支援も進まない状況である。

身近な生活支援

独居老人が不慮の事故やケ
ガ、病気になった時の連絡
方法、相談先や生活支援を
してくれる人がいない

入浴介護などの在宅介
護をする上で、家の中の
段差解消をしなければな
らず経済的不安がある

公園等を転々 として昼間から
酒を飲んでる高齢者がいるの
で、何らかの支援策はないか

事業に失敗してホームレス
になった人の生活を守るた
めにはどうしたらよいか

土地はあるが
現金がない高
齢者や障害者
にどんなアド
バイスをしたら
よいのか
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近年の地域社会におけるつながりの希薄化に伴い、「近所

づきあい」が減少するなど、地域における相互扶助の考え

方が変化する中で、高齢者や障害者などが様々な生活課題

を抱え、地域や、近隣に支援を求める声が多いものと考え

られる。 

 

＜高齢者が抱える課題＞ 

 高齢に伴い足腰も弱り、病気がちな方は日常生活上の不

便や不都合を多く抱えている。 

 特に、独居老人や家の中に閉じこもりがちな老人は、一

般の人からは発見しづらく、近隣からの支援が難しくなっ

ている。 

 また、閉じこもりがちな老人は、寝たきりなどの要介護

状態に陥ったり、状態がさらに悪化することがないよう、

介護予防策が必要と感じられる。 

 住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし、施設等へ

移転を余儀なくされることのないよう、身近な助け合いが

求められている。 

（例） 

買い物、ケア施設や病院通い、不慮の事故時の避難、 

ヘルパーがいない時間帯、介護制度の理解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

・常日頃からの近所付き

合いができていないこと

で、急に、声はかけられ

ない。 

           

・保健センターでの地域

参加型機能訓練や自治会

館でのふれあい・いきい

きサロンなど、地域で

様々な取組がされている

ものの、閉じこもりがち

な老人をスムーズに引っ

張り出せるような地域で

の仕組みや連携が不足し

ていることに要因がある

ように感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の整理 福祉の現状 
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（育児中の親と子）

（障害児（者））

不登校になった児童
の引きこもりが長期化
し、そのまま成人に
なってしまう

在宅障害者は地域との交流がなく、緊
急時に支えてくれる身近な人がいな
いし、利用可能なサービスが知られて
いない災害時等で障害者や独居老人
がスムーズに避難できるか

マンションに段差が
あって、車イス生活
者が外出しづらい

障害者が地震など
の災害時に避難場
所まで行けるか心
配

ＤＶ被害者など特殊事情者は、
住民登録していないので災害対
策がなく、万が一の時に取り残さ
れる

精神障害者をケアする家族は患者への
対応で家族生活に制約があるとともに
老齢化問題と将来の不安を抱えている

精神病を患っている人に
対する具体的な対応策
が少ない

延長保育時間が短く、
働く女性にとって不便
である

雨の日のファミリーサポー
トの送迎で車が使えない
時の手段が困る

障害者の医療費助成
が償還払いになって
いるので、一時的な立
替金が負担になって
いる

青葉病院に通訳保障がないので
受診が不安。緊急時には手話派
遣では間に合わない

軽度の障害を持つ人
が買い物したり散歩し
たいと思っても介添え
がないと出来ない

グループホームや生活ホーム
の数が限られているので、障害
者が自立した生活を送れるよう
支援必要

核家族・マンション住まいが増
え、育児の伝承がされていない
ため、子どもに対して間違った見
方や対応をしていても気がつか
ない

夜型の子どもが増えており、立っ
ていられない、すぐ座りたがるよう
な体力がない子が多い

災害時に聴覚障害者には地
域の情報がなかなか伝わらな
いし逃げ遅れたり避難場所で
もコミュニケーションがとれず
孤立してしまう心配がある

保育所が不足していること
から保育所にすぐに入れ
ないため生活が安定しな
い

ＤＶ被害者がサポートを求める時シェ
ルターが少ないし、その後の自立支
援も非常に限られている

親が夜遅くまで働き、子ども
だけの時間が長くなり、児
童の規則正しい生活が確
保されていない

結婚しない人や子どもを作
らない人やできない人が増
加するなど少子化対策がな
かなか進まない

保育所で延長保育を推進するな
ど子どもを預ける施策が進むこ
の世の中で、子どもにとってこれ
が本当に有効なのか

知的障害者の親なき後、福
祉サービスを利用するため
の契約行為の手助けが必要

介護や子育てが当然女性の役割とさ
れることが多く、自責感を感じることで
外部にサポートを求めづらくなる

小児が急な病気になっ
たとき預かってくれる所
がない

子どもはちょっとのことで怪我や病
気になり仕事にも支障がでて医療
費増と所得減にさらされて家計へ
の影響が大きい

子育てをする親の中でも特
に専業主婦は一日中子ど
もに関わっていることから抱
える悩みは大きい

生活保護ではない要
保護者に対する行政
の保護が十分でない
ので何らかの策はな
いか
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＜育児中の親と子＞ 

核家族化や近隣関係の希薄化、離婚件数の増加あるいは

景気の低迷などにより、仕事と子育てを両立する家庭を

取り巻く環境は厳しく、親にとっても子どもにとっても、

悩みが尽きず、親は問題を抱え込み、その結果子育て機

能が低下するなど、日常生活において様々な困難に直面

している。 

（例） 

２０時までの延長保育、育児方法が伝承されない、 

問題を抱えたまま引きこもり、急病時の一時預り、 

子どもの生活習慣の不規則化 

 

＜障害児（者）＞ 

 障害児（者）にとって、日常生活上の不便や不都合を

多く抱えている。 

 特に、災害等緊急時においての避難や避難場所におけ

るコミュニケーションが心配である。 

 また、地域社会との関わりを持ちながら、いきいきと

自立した生活を送れるよう、グループホームなどの施設

が増えるよう、近隣住民との密接な関係が求められてい

る。 

（例） 

買い物、散歩、病院での通訳保障、 

障害者をもつ家族は、自分の老後やその後のことが心配。 

 

＜ＤＶ被害者＞ 

ＤＶ被害者は地域社会から疎外されていることから、地

域社会の一員としての関係づくりが非常に難しい状況と

なっている。例えば、シェルターは少なく、その後の自

立支援も限られている。 

またＤＶ被害者は住民登録していないので、災害等緊急

時においてスムーズに避難できるか深刻な問題が多い。 

・常日頃からの近所付き合

いができていないことで、

急に、頼めないし、受けら

れない。相談もしづらい。 

           

・信頼できる人に子どもを

預けたり、相談できるよう

な、地域での仕組みや連携

が不足していることに要

因があるようだ。 

 

 

         

・普段から、障害児（者）

と顔を合わせるなどの関

わりがないことから、接し

方が良くわからず、お互い

に遠慮してしまう傾向が

ある。 

           

・障害児（者）や家族と地

域との無理のない連携が

出来るような仕組みづく

りが不足していると思わ

れる。 

    

・ＤＶ被害者はそれぞれ複

雑な事情を持ち、安易に所

在を明らかに出来ないこ

とから、地域との付き合い

はデリケートになってい

ることを前提に、限られた

課題の整理 福祉の現状 
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自閉症の子どもの
相談施設が不足し
ている

おむつ給付やシル
バーカー等の助成制
度が高齢者などに周
知されていないため、
十分に活用できない

子育てに不安を感
じる親が多く身近な
相談者が必要

託児ボランティアの活
動がよくわからない。
広報不足

ボランティアセンターに登
録しているボランティアの
状況や手配状況がわかり
にく、ニーズに合ったボラ
ンティアの利用ができな
い

医療費自己負担額の
控除申請の方法が非
常に難しいため手続き
できないことすらある

年金受給、定期的健康診
断、手帳の判定など行政か
らの通知文書が難しくて理
解に苦しむ

児童・生徒の健全育
成の観点から、学校問
題に携わる機関や立
場の人達が個別に動
くのではなく有機的な
ネットワークを形成す
べきである

学級担任と家庭の間での
トラブルをなくし、そのズレ
を埋めるためには、専門組
織の必要性を含め、それ
ぞれの間にネットワークが
必要である

福祉施設をもっと有効
利用してもらいたいの
で、施設スタッフと地
域住民・関係団体を有
機的にネットワーク化
する必要がある

障害者同士のコミュニケー
ションを深めるため障害者
相談員制度はあるが個人
情報保護の観点から地域
の障害者名簿を閲覧でき
ず地域の障害者を把握す
ることができなくなっている

介護申請など自分で
申請ができない人のた
めに親身に相談に
のってくれる人がほし
い

相談、情報、ネットワーク化
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福祉の分野は生活の分野とも言えるほど、多方面に及び、

かつ制度も毎年変化している。 

その中で、より多くの相談者が求められ、常に最新の知

識や情報を備え、ネットワーク体制も必要になるが、なか

なかうまく機能していないようだ。 

 

＜相談体制＞ 

高齢者や障害者などが行政とのやりとりをする中で、申

請書、各種手続きは、理解に難しく苦しんでいる人が多い。 

また、身近に、信頼のおける相談員や組織がない。 

どこに、相談者がいるのかもわからない。 

さらに、相談したい内容は、多方面に及ぶことが多く、

かつ制度は毎年変化していくこともあり、相談者も応じき

れていないようだ。 

 

 

 

 

 

＜情報、ネットワーク化＞ 

様々な助成制度やボランティアなどの活動を行う人材

がいても、情報がうまく伝わらないことで、ニーズにあっ

た利用が出来ない。 

さらに、情報源があっても、地域住民、施設、関係団体

について、有機的にネットワーク化された機能がないので、

情報が行き渡らない。 

また、学校と地域は密なる連携が必要であるが、確固た

るネットワークの仕組みがないことで、それぞれの立場の

人が個別に動くことになり、継続した有効な活動がうまく

できていない。 

 

 

 

 

 

  

課題の整理 福祉の現状 
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障害者に対す
る偏見や差別
があることか
ら、病気を隠す
人も多い

住民の日常的な福祉
感が養われておらず、
社会福祉への理解と
関心が低い

障害者用駐車場
を一般の人が
使っていることが
あり駐車できない
ことがある

障害者に対して
何かしたいと思っ
ても障害者のこと
を知らないと何が
できるかわからな
い

自閉症児者が公共の場
で不適切な行動をとること
が多くあるが、決して本人
のわがままや育て方のせ
いではないということを
もっと知ってほしい

犬の飼い主のマ
ナーが悪い。芝
生や砂場のフン
の始末をしな
い。

歩きタバコの禁止。社会
生活のマナーが身につ
いていない人が多い。昔
からの道徳観念が軽視さ
れている。

歩きタバコの禁止
（混雑の中やエレ
ベータでやけどを
してしまうから）

社会生活のマナーが身
についていない人が多
い。

要支援者の社会参加を実現
させるためには、まずは支援
する個々 人の心のバリアフ
リーを達成させなければなら
ない

障害者やその家族の大
変さを日常見かけるが自
分がどのように関われば
よいのかわからない

外見上障害者と判断で
きない場合、日常生活で
困ることがある。人々 の
障害についての知識の
狭さが問題である。

心のバリアフリー、福祉教育
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障害を持たない人達は、普段から、障害者と接していな

いことで、どのように応対すべきかがわからない。 

また、障害者も偏見や差別を受けていると感じることが

多くあり、病気などの症状を隠す傾向にあり、正しい福祉

教育や心がけ等、お互いを理解するための、継続した取り

組みが必要と思われる。 

 

＜心のバリアフリーと福祉教育＞ 

子どもの時代から、障害のある人、ない人が、地域で一

緒にどれだけ長い時間を過ごすかにかかっているが、これ

ができていない。 

小学校の授業の中でも体験学習などが取り入れられて

いるが、まだまだ物足りない。 

障害を持たない人は、当事者の気持ちや考えを正しく理

解できない。 

大人になってから、福祉教育を学ぶ機会がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

・当事者や家族からの話

を聞く機会がほとんどな

い。 

            

・全ての小中学校で体験

学習の他に、福祉学習の

充実が必要。 

           

・自治会館などの身近な

場所で、周囲の人や家族

も一緒に、福祉学習をす

る機会が必要。 

 
 

 

 

課題の整理 福祉の現状 
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ホームレスが
増え、女性
や若年層も
よくみかける

こそ泥、ひったくり、路上犯
罪等の問題で生活が不
安。地域住民による自警団
の編成や警察との連携強
化などが必要

モノレール、ＪＲ、京成
に囲まれている地域
の足の便が悪い

敬老祝い金のバス・モノ
レール券に、タクシー割引
券も加えて欲しい

児童の登下校時の
交通安全や防犯な
どに不安がある

交番に巡査が不在の
時、小中学生の自転車
が盗難に合うことが多い

小学校学校低
学年の単独下
校が気になる

地域が子どもたちの安全な生活の
場でなくなり、不審なつきまとい等も
あり、親にとって不安

児童は危険回避や
自己防衛について
の知識が乏しいた
め、不審者に対し
て無防備である

歩道と車道の区別のない
道路の場合、高齢者はＵ
字溝の上を歩き、杖が間
に挟まり危険

歩道と車道の区別のない道
路の場合、ゴミ袋やネットが
場所をとっていて乳母車が
危険

 歩道と車道の区別のない道
路の場合、お母さんが子ど
もの手を引いて歩き外側へ
はみ出し危険

視覚障害者、車イスの方が歩
道に放置自転車や看板に邪魔
されて安心して外出が出来な
い

歩道と横断歩道の接点
の縁石は車イスや歩行
の不自由な人々 には危
険

道路の段差やデコ
ボコで、思うように
車イスが押せない

歩道の段差がベ
ビーカーや車イスに
とって不便

高齢者や障害者が退院・外出時
の交通手段に困っている。タク
シー利用は金銭的限度がある

交通便利な町の
中心地に福祉
施設が欲しい

歩道やガードレー
ルがなく子どもが
歩くのに危険

変質者等の問題も
多く子どもが安心し
て通学や遊んだり
出来なくなっている

高齢による視覚障害者
がシルバーカーを道路
の真ん中へと押してしま
い、その後ろに車列が
できてしまう

歩道が狭く自転
車や車イスの通
行が危険

車が多いためか歩道を
歩いていて自転車が来
るとよけるのに難儀

新しくできた公園も道路に面し
ているのに柵がなかったり、段
差がかなりあったり危険

ゴミをまとめて出したくても収集
場所が近くにないし、公園には
犬のフンが散らばっている

モノレールの無人駅で切符を買い
間違えたとき、マイクしかないので聴
覚障害者の情報保障がない

町なかに老人ホームが不足
している

障害者割引切符と子ども用切
符の区別がないので文句を言
われたことがあった

保育所などの育児施
設が電車に乗って遠
くまで行かないとない

車イス用トイレは普及してきたが、車イスの
まま入れるだけでありトイレが使いづらい

自転車利用者にとって安全な道が少
ない。自転車は車道を走ることになっ
ているが守られていない。自転車によ
る事故が多い

児童の通学の安全
を確保するため、
地域住民は防犯ブ
ザーの音色をもっ
と知ってほしい

公園で遊びその勢いで車道
へ飛び出す子どもがいる

子どもの自転車の乗り方が危険。車の通行量や
歩行者に関係なくスピードを出し過ぎるなど。

駅周辺の歩道に自転車や
バイクが乱立、店の看板が
多く点在し、車イスや白杖を
持つ人が安全に通行できな
い

最寄りの駅から公共機
関へ移動するのに歩道
や点字誘導ブロック、
音声チャイム、スロープ
がなく危険なところがあ
る

ゴミステーションに車で
来る人がいて交通渋滞
を招いている

オートバイ進入禁止のため
の鎖やポールがなくて危険

地域の人が
安心・安全で
生活できる地
域になってほ
しい

エレベータのない駅があり
車イスが利用しづらい

いきいきプラザまでの交通
の便が悪い

安全、バリアフリー
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誰もが住み慣れた家庭や地域社会で安心して暮らせる

ようにするためには、利用者に配慮した建築物の普及、住

宅のバリアフリー化、道路などの段差解消が推進されるこ

とが必要である。 

また、街の安全を脅かす、こそ泥、ひったくり、不審者

の付きまとい等、頻発する犯罪から、子どもたちや住民を

どのようにしたら守れるのか。 

警察の力はもちろん、住民の手で何ができるのか、考え

なければならない。 

 

＜防犯＞ 

 登下校時の交通安全や犯罪などから、いかにして子ど

もたちの安全を守るのか。 

地域全体の防犯、防災をどのようにして守るのか。 

 

 

 

 

＜歩道等のバリアフリー＞ 

 高齢者、障害者、子ども、誰にとっても、安全な歩道

でなければならない。そのためには、段差解消や、視覚

障害者誘導用ブロックの十分な設置が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

・学校、地域、警察とい

った地域ぐるみで、かつ

継続した取り組みが必要。 

            

 

 

 

 

・全ての小中学校で体験

学習の他に、福祉学習の

充実が必要。 

   

 

課題の整理 福祉の現状 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各    論 
 

      第３章 基本目標と基本方針 

      第４章 地域福祉の展開 

           第５章 計画の推進に向けて  

 

 

 

 

 

 

 

第３章では、中央区の地域福祉計画が目指すべき将来像と基本目標

を達成する方向性を示す基本方針を記述しています。 

第４章では、生活課題から解決に向けた具体的な取組みを基本方針

にそって記述しています。 

第５章は、この計画を推進するための体制を記述しています。 
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第３章 基本目標と基本方針 

 
１ 基本目標 
基本目標は、中央区の目指すべき将来像です 

計画づくりに参加した委員の皆さん全員の願いや思い、そして意気込みが、

この２３文字にこめられています。 

 
 

 

 

 

  

２ ７つの基本方針  
 中央区の目指すべき将来像である基本目標を達成するため、７つの基本方針

を定めました。この基本方針は、地区フォーラムで明らかになった生活課題や

解決策等から決定されたものであり、地域福祉を推進する方向性を示すもので

す。 

７つの基本方針には、優先順位があります。基本方針１は、まさに向こう  

三軒両隣りからコミュニティを作りあげましょう。基本方針２は、そのコミュ

ニティで交流の輪を広げていきましょう。基本方針３は、そういう中で、社会

参加をできるようにしよう。そのために必要なのが、人材の育成とか福祉の教

育であり、ハード面の整備であります。（基本方針４、５、６、７） 

これらの取組みを進めることにより支え合い安心して暮らせる地域になって

いく、という流れです。 

 

 

基本方針１  身近なコミュニティづくりの推進 

 

 

 

 

みんなでつくろう、支え合い安心して暮らせる中央区 

支援を必要とする人たちが地域で埋もれてしまわないよう、お互いが 隣近

所に気を配り、支え合いの仕組みをつくり身近なコミュニティづくりを推進する 
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基本方針２  交流の場と仲間づくり 

 

 

 

 

 

基本方針３   社会参加の推進 

  

 

 

 

基本方針４  人材の育成・地域の福祉力向上 

 

 

 

 

基本方針５  相談体制、情報提供の場づくり 

  

 

 

 

基本方針６  福祉教育の推進 

  

 

 

 

 

基本方針７  人にやさしい生活環境づくり 

 

 

 

誰もがいつでも気軽に立ち寄り、楽しく過ごせる場を地域に確保し、交流の

輪を広げて、仲間づくりがはかれるようにする 

 

誰もが、地域社会でその人らしく充実した生活が送れるよう、地域に活動の

場・就労の場を確保し、社会参加ができるようにする 

誰もが持つ福祉の心を喚起・啓発し、幅広い福祉の活動の輪を広げる仕組み

づくりも行って、人材の育成と地域の福祉力を高める  

 

いつでも気軽に相談ができて、欲しい情報を分かりやすく収集できる仕組み

をつくる 

人権尊重の意識を高め、地域社会から偏見や差別をなくすため、家庭、学校、

地域などの場で福祉教育に積極的に取り組む 

 

地域が安心・安全で住みよいものになるよう、人にやさしい生活環境づくり

を進める 
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計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針　～　基本的な方向　～　具体的な取組み ページ

１　身近なコミュニティづくりの推進

1　地域活動をしている人たち及び関係機関のネットワークをつくる

１　地域支えあい連絡会
  2　常日頃からの近所付き合いができるような関係をつくる

２　地域ボランティアの拠点づくり

３　シニアボランティアの登録制度の創設

４　世話役さん

3　見守り体制をつくり、見守り活動を行う
５　見守り体制をつくる

６　小地域防災活動

７　すべての子どもを地域で育てる　　

２　交流の場と仲間づくり

１　高齢者の交流の場をつくる
８　ウイークリーサロン

９　お年寄り向けのスポーツクラブ活動

２　子どもと子育て中の親

10　地域による子ども教室

11　クラブ活動ＰＲ運動

12  子ども会の充実
13　子育て家庭への戸別訪問の充実

14　子育てサロンの充実

15　子ども相談応援隊の訪問体制づくり

３　障害者の交流の場づくり

16　イベントを通した地域交流の推進
17  学校における子ども同士の交流の推進

４　世代を超えた、地域交流の場

18　ドッキングプレイス

３　社会参加の推進

１　高齢者の社会参加を推進する

19　社会福祉施設でお手伝い

２　軽度の障害者の社会参加を推進する

20　社会活動応援隊の結成

21　ボランティアによる戸別訪問

22　地域内行事参加の啓発活動

３　重度の障害者の社会参加を推進する

23　障害者の雇用の推進

24　雇用推進の広報の充実

４　子育て中の親の社会参加を推進する

25  一時的な子育てを地域ぐるみで支援する

５　閉じこもりがちな青年の社会参加を推進する

26  地域における若者自立支援運動

６　社会活動を推進する体制づくり

27　お仕事斡旋センターの創設  
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基本方針　～　基本的な方向　～　具体的な取組み ページ

４　人材の育成・地域の福祉力向上

１　福祉の心を喚起・啓発する取り組み

28　地域で福祉に関する講座、ボランティア講座等の受講機会の提供

29　幼児期からの障害児とのふれあいづくり

30　障害者との継続した、ふれあいづくり

31 市民のボランティア体験、障害者とのふれあいづくり

32　福祉のまちづくりの啓発

33　障害者の権利擁護活動

２　幅広い福祉活動の輪を広げる仕組みづくり

34　福祉施設等と住民の連携

35  地域の障害者の自立支援体制をつくる
３　人材を育て、集める（育成・活用・確保）

36　世話役さん　（再掲）　　　　　　

37　地域ボランティアの拠点づくり　（再掲）

38　公共施設等職員の対応能力のレベルアップ

39　福祉事業者の体質改善、福祉事業従事者の専門、技能強化

５　相談体制、情報提供の場づくり

１　相談・情報センター構築（センターサテライト構想）

40　中央区相談・情報センター

41　中学校区相談・情報センター

２　情報が正確に伝わる

42　福祉マップ、福祉情報誌

43　わかりやすい情報の集約

６　福祉教育の推進

１　学校での取り組み

44　学校での福祉教育

２　家庭での取り組み

45　家庭での福祉教育

３　地域での取り組み

46　地域での福祉教育

７　人にやさしい生活環境づくり

１　防犯・防災体制づくり

47　学校安全ボランティア活動の推進

48　防犯安全運動の推進

49　地域防犯パトロール

50　町内自衛防災活動

２　高齢者・障害者等の利用に配慮した環境整備

51　バリアフリーのまちをつくる　  
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１ 

 

 

【現状と課題】 

  身近な生活課題に対する近隣同士での助け合いや地域のつながりが希薄に

なってしまっています。 

  地域活動をしている人たちや関係機関が生活課題に対する共通の理解を深

め、それぞれの持ち味を活かしながら相互に連携を深めることが必要です。 

  また、住民一人ひとりが、地域のつながりについて意識をもち、日頃から

近所づきあいを大切にして、高齢者、障害者、子どもたちを見守っていくこ

とが必要です。 

         

【解決に向けた基本的な方向と取組み】 

                                   

具体的な取組 １ 地域支えあい連絡会 

①目的 

地域を支える様々な組織、人が連携、協働を進め、支援する側のネットワー

クが実質的に機能し、支援を必要とする人に的確に届くようにする。 

②活動内容 

地域福祉を担う、組織、人が横断的なネットワークを構築する。 

それぞれの活動や支援情報を必要に応じて共有するとともに、支援を必要と

する人に、地域が連携を図り、総合的なサービスが提供できるよう、連絡調整

を図る。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

中学校区単位 

④活動頻度 

定期的な連絡会は開催するが、固定した会議にせず、ケースにより課題解決

のための構成員が集まる、「プラットフォーム方式」とする。 

7つの基本方針 

１ 
支援を必要とする人たちが地域で埋もれてしまわないよう、 

お互いが隣近所に気を配り、支え合いの仕組みをつくって 

身近なコミュニティづくりを推進する。 

基本的な方向 １ 地域活動をしている人たち及び関係機関のネットワークをつくる 

（基本方針１ 身近なコミュニティづくり） 
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⑤主な担い手 

社協地区部会、町内自治会、社会福祉法人・施設、在宅介護支援者、区社協、

保健福祉センター、ＮＰＯ、このほか地域で福祉活動を行っている団体（者） 

⑥課題 

 社協区事務所に事務局を置き、調整機能が果せるよう、協議を進める。 

 

 

基本的な方向 ２ 常日頃からの近所付き合いができるような関係をつくる 

具体的な取組 ２ 地域ボランティアの拠点づくり 

①目的 

「こんなボランティアできます。」と「こんなボランティをして欲しい。」と

いった地域住民の意向をコーディネートする仕組みを地域でつくる。 

②活動内容 

人材バンクを設ける。 

担い手の登録は、地域でアンケート（自薦・他薦で、人物を紹介する）を随

時実施し、その情報を人材バンクに登録・活用する。 

ボランティア活動をした人には、ボランティア券を発行し、自分が頼みたい

場合に、ボランティア券を使えるような仕組みをつくり、継続性を確保する。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

中学校区単位  ※将来的には町内自治会に置く。 

地域の公共施設（自治会館、集会所、公民館など）を地域の実情に応じて地

域のボランティセンターとして位置づける。 

④主な担い手 

活動ボランティアとして、 

ア 福祉や教育を専攻する大学生 

イ ボランティア活動を経験した小中学生 

ウ 様々な技能・特技を持つ退職高齢者 

エ 看護師、保健師、保育士の資格を持つ住民 

オ 社会福祉施設職員 

カ 活動を希望する住民 

⑤支援体制 

 社協地区部会、町内自治会、福祉団体などが推進体制を結成し、コーディネ

（基本方針１ 身近なコミュニティづくり） 
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ーターとして、人材募集、斡旋、育成計画、育成方法、住民への周知方法を検

討する。 

⑥課題 

拠点が必要となるため、地域にある公共施設等の有効活用について、行政と

の協議が必要。 

 

 

具体的な取組 ３ シニアボランティアの登録制度の創設  

①目的 

身近なコミュニティづくりのために地域の高齢者に担い手となってもらう。 

 高齢者の近所づきあいのきっかけづくり、生きがいづくり、社会参加にも寄

与する。 

②活動内容 

活動する高齢者の「シニアボランティア」登録制度をつくる。 

登録者にはワッペンを！ 

ア 防犯パトロール隊やウオーキングクラブ等の行事を考案し、参加を募る。 

イ 技術や特技を活かし、子どもたち（子ども会）に、昔の遊び、地域の歴史、

囲碁や将棋、遊び道具の作り方、物づくりなどを指導する。 

ウ 育児支援として、育児サークルに高齢者が参加し、お話を聞く会や悩みを

相談できる場にする。世代間交流の機会にもなる。 

エ 放課後、町内自治会館などで、保護者が帰宅するまで小学生と一緒に過ご

す。 

オ 日常的なゴミ出しなどの生活支援や話し相手になる。 

③主な担い手 

地域活動の参加に意欲をもつ高齢者 

 

 

具体的な取組 ４ 世話役さん 

①目的 

複雑多様化する家庭問題への対応がますます難しくなり、児童虐待や高齢者

の孤独死などが増え続けることで、民生・児童委員への負担が非常に大きくな

っていることから、地域でできる工夫の一つとして、より多くの人が、できる
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範囲で、サポートするものである。 

②活動内容 

世話役さんの役目は民生・児童委員への連絡（橋渡し）である。 

守秘義務のことが問題になっているが、その活動範囲は常識的なもの。 

利用者の了解を得て、民生・児童委員は世話役さんの仕組みを活用する。 

③担い手 

 活動を希望する住民 

※ 資格認定は必要ないが、民生・児童委員の個人的な補助とならないよう、

公的な登録が必要ではないか。 

※ 研修をどこがおこなうのか行政等との協議が必要。 

 

 

基本的な方向 ３ 見守り体制をつくり、見守り活動を行う 

具体的な取組 ５ 見守り体制をつくる 

①目的 

支援を必要とする人を日頃の付き合いのなかで見守りながら、災害時に備え

る。 

②活動内容 

地域の中で、支援を必要とする人の意向を尊重しながら、日頃から見守り体

制をつくり、安否確認や声かけなどを行いながら、災害時に見守り体制が機能

するようにする。 

ア 見守り対象者の把握   

   見守り対象者を把握する方法を慎重に検討する。 

   対象者リストや住まいのマップ作成等、登録の仕方を検討する。 

イ 通常時の見守り体制  

    誰が誰をどのように支援するのか、機能し易いサポートチームづくりを

検討する。本人からの支援希望内容を聴取する。 

ウ 災害時の見守り体制  

    あらかじめ連絡方法や避難方法などのマニュアルを作成して、誰が誰を

どのように避難誘導するのか、機能しやすいサポートチームづくりを検討

する。  

③活動の範囲 

（基本方針１ 身近なコミュニティづくり） 
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町内自治会、または町内自治会より小さな単位とする。 

④見守りの対象 

高齢者（特に一人暮らし）、障害者、子育て中の親など 

⑤主な担い手 

 社協地区部会、町内自治会、民生・児童委員、老人クラブなどが、その地域

の状況に応じて組織化する。 

 

具体的な取組 ６ 小地域防災活動  

①目的 

自主防災組織や町内自治会の班や組を活用して、小規模な防災組織をつくる。 

町内自衛防災活動へ発展させていく。 

②活動内容 

ア 防災訓練、救助訓練、避難場所決め・確認、避難生活シミュレーション、 

防災グッズの紹介や説明会、耐震住宅の説明会などを必要に応じて実施する。 

イ 非常時の連絡先、家族の人数、高齢者、小さな子ども、障害者など、災害

弱者の有無を確認し合い、できれば調査票を持ち合い、いざという時に、ご近

所で助け合えるようにする。 

③活動の範囲 

町内自治会よりも小さな単位 

④担い手 

自主防災組織や町内自治会の班や組を活用する。 

地域の企業も加わることで、情報交換や防災訓練等への参加を通じて、地域

との連携が深まる。 

⑤課題 

避難場所への誘導として、口頭だけでなく、紙に書いて誰でもが分かるよ  

うな、様々な工夫を考える。 

 

 

 

 

 

 

（基本方針１ 身近なコミュニティづくり） 
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具体的な取組 ７ すべての子どもを地域で育てる  

①目的 

近所の子どもと顔見知りになるとともに、子どもの安全のための見守りにも

寄与する。 

②活動内容 

ア 登下校時の児童に対して外に出て、声をかける。 

イ 保育所（園）、幼稚園、学校行事を地域に開放し、地域の人に広く参加し

てもらう。 

ウ いきいきサロン、子育てサロン、育児サークルへ、地域住民が積極的に参

加する。 

③活動の範囲 

町内自治会 

④担い手 

地域住民 

行事や総合学習に地域で協力できる人を、地域での人材として登録しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針１ 身近なコミュニティづくり） 
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誰もがいつでも気軽に立ち寄り、楽しく過ごせる場を地域に 

        確保し、交流の場を広げて、仲間づくりがはかれるようにす

る。      

 

 

【現状と課題】 

相互に交流を深めたり、心身の健康増進を図ることや相談等を目的として、

公民館、保健所などの施設利用状況は非常に高く、公共施設だけでは対応しき

れない状況となっています。また、児童と高齢者と障害者とのふれあう交流の

場も必要との声があり、安全で利用しやすい形態はもちろんのこと、魅力ある

交流の機会が必要であり、公共施設の有効活用を含め、地域ぐるみの協力体制

が求められています。 

 

【解決に向けた基本的な方向と具体的な取組み】 

 

基本的な方向  １ 高齢者の交流の場をつくる 

具体的な取組 ８ ウイークリーサロン 

①目的 

身近な所で、つどい、交流する場所と機会を拡充する。 

②活動内容 

１００～２００世帯を単位に、社協の「ふれあいいきいきサロン」や「老人 

つどいの家」などの高齢者向けサロンを、地域で月に１回程度、計画的に開催

し、徒歩圏内で、週に１回程度利用できるようにする。幼児、障害者の参加も

呼びかけていく。 

③活動拠点 

徒歩圏内の、いきいきプラザ、いきいきセンター、老人つどいの家、公民館、 

集会所など 

④活動頻度 

週に１回程度 

⑤主な担い手 

7つの基本方針 

２ 

（基本方針２ 交流の場と仲間づくり） 
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ア 社協地区部会 

イ 町内自治会 

ウ 民生・児童委員 

エ 老人クラブ 

オ 子ども会・子ども会育成連絡会 

カ 世話役さん（新規） 

キ 地域のボランティア 

などで構成する連絡会議をつくり、輪番制を取り入れるなど、柔軟な体制

づくりを検討する。 

⑥課題 

ア サロン内容の検討 

   気軽に参加できるような雰囲気づくり、関心の高いテーマ設定、講師の確

保など、魅力あるサロンづくりを検討する。 

  （例）健康相談、健康・介護予防に関する講習会、血圧測定など。講師と

して、看護協会の看護師ボランティア、医師など。 

イ  開催日の調整・広報サロンの開催日を調整し、日程表を作成して地域で広

報を行い、サロンに参加できるようにする。   

※ 場所の確保について、行政との協議が必要。 

 

具体的な取組 ９ お年寄り向けのスポーツクラブ活動 

①目的 

介護予防、ひきこもりの防止をかねた交流の場と機会を拡充する。 

ウィークリーサロンのメニューとしても活用。 

②クラブ活動内容 

 ウオーキング、体操、グランドゴルフ、ふれあい・散歩、転倒予防教室（運 

動機能訓練） 

③活動頻度 

月に 1回程度（内容により、頻度を増やすことも検討する。) 

④主な担い手 

ア 社協地区部会 

イ 老人クラブ 

ウ 社会体育指導員 

（基本方針２ 交流の場と仲間づくり） 
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エ シニアボランティア（新規） 

が中心となって、クラブづくりを推進する。 

⑥課題 

クラブ活動の検討 

 高齢者に人気のあるクラブ活動を検討し、地域で希望者を募集し、クラブ 

活動を運営、指導する。 

 

 

基本的な方向  ２ 子どもと子育て中の親 

具体的な取組 １０ 地域による子ども教室 

①目的 

地域のすべての子どもたちに、スポーツや文化を学ぶ機会を与え、子どもた 

ちの健全育成を図る。 

②活動内容 

子どもたちに、スポーツ、文化を学ぶ教室を開催する。なるべく親子で参加

し、家庭でも実践できるようにする。中学生がゲストとして参加することも検

討する。各種スポーツ教室のほか、お手玉、紙芝居、編み物、紙飛行機、語り、

百人一首、囲碁、将棋など。 

③活動場所 

小学校の空き教室、グラウンド、体育館など 

④活動頻度 

月曜日から金曜日までの放課後。（終了時間は下校時の安全を考慮する） 

土・日の実施も検討する。 

⑤担い手 

ア シニアボランティア（新規） 

イ 学校 

ウ ＰＴＡ 

エ 子ども会 

オ 町内自治会 

などが連携し、運営協議会を設置する。 

⑥課題 

 教育委員会が、放課後児童の居場所づくりのモデル事業として実施している

（基本方針２ 交流の場と仲間づくり） 
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ので、今後全校での実施に向けた教育委員会の方針に積極的に協力していく。 

具体的な取組 １１ クラブ活動ＰＲ運動 

①目的 

地域のすべての子どもたちに、希望するクラブに参加できるチャンスを与え、 

子どもたちの交流や居場所を確保する。 

②活動内容 

子どもを対象に、学校での課外クラブ活動、公民館での絵画や習字などの教 

室・講座、民間で行う各種クラブなど、地域内での各クラブ開催状況や募集状

況などの一覧表を作成しＰＲする。 

③活動場所 

学校、公民館、青少年センターなど 

④活動の頻度 

学校週 5日制に対応した取組として、土・日を中心とする。 

⑤ＰＲ運動の担い手 

ア 学校 

イ ＰＴＡ 

ウ 主任児童委員連絡会 

エ 子ども会・子ども会育成連絡会 

オ 地域のボランティア 

カ 町内自治会 

などが連携し、運営協議会を設置する。 

⑥課題 

クラブが不足している地域については、地域内から担い手となる人材を確保 

し、子ども向けのクラブを増やすよう取り組む。 

 クラブの選定にあたっては、出来るだけ親子で十分話し合うこと。結果とし

て、親子間の交流を深めることができる。 

 

具体的な取組 １２ 子ども会の充実 

①目的 

 学年をこえた子どもたちの交流の場を拡充する。 

②活動内容 

子ども会が活性化することで、子どもたちの異世代交流の場が広がるものと
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考えられることから、子ども会を充実させるための取組を実施する。 

③活動場所 

学校、公民館、集会所など 

④活動の頻度 

学校週 5日制に対応した取組として、月に 1回程度 

⑤主な担い手 

ア 子ども会 

イ 地域のボランティア 

⑥支援体制 

 町内自治会の役割の中に、子ども会の推進を加えるなど検討を行い、町内自 

治会を中心に運動を盛り上げていく。 

 

具体的な取組 １３ 子育て家庭への戸別訪問の充実  

①目的 

子育て家庭への訪問体制を充実させることにより、地域で安心して子どもを 

育てられるようにする。また、育児不安の解消、親のひきこもりの予防、乳幼

児虐待の防止を図る。 

②活動の内容 

ア 訪問回数の頻度を増やすことを検討する。 

イ 訪問の際に、育児サークルや子育てサロンへの参加を呼びかけるとともに、

一緒にサロンなどへ同行して、スムーズに参加できるように導く。  

③活動頻度 

３か月に１回程度 

④担い手 

ア 保健センター・地域保健推進員 

イ 地域のボランティアなど 

⑤課題 

地域保健推進員が中心となっている事業の拡充を図るものであり、特に地域

のボランティアが個別訪問することになるので、ボランティアの認定も含めて

協議する。 
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具体的な取組 １４ 子育てサロンの充実 

①目的 

子育て中の親子の仲間づくりの場と機会を拡充する。 

②活動内容 

サロンの場の拡大 

保育所（園）、学校の空き教室、子育てリラックス館や子どもルーム 

 の空き時間の活用手法なども検討する。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

徒歩圏内の公共施設など 

④活動頻度 

月 1回程度（地域の実情により実施する）から週１回程度に頻度増を目指す 

⑤担い手 

ア 社協地区部会 

イ 地域のボランティア 

ウ 人材バンクに登録された子育ての経験者や専門家に協力を求める。 

⑥課題 

魅力あるテーマづくり 

 子育ての知識や、同じ悩みを持つ者同士の仲間づくりを、サロンに求めてい 

る人が多いことから、食事づくりや健康管理の仕方など、関心の高いテーマづ 

くりを研究する。さらに、テーマに合った講習や検診などを行うほか、専門家 

の配置も検討する。 

 

具体的な取組 １５ 子ども相談応援隊の訪問体制づくり 

①目的 

地域が学校に通う子どもたちと信頼関係を築き、子どもたちが気軽に悩みを 

相談でき、解決に導く仕組みづくり 

②活動内容 

 市内の全中学校で、スクールカウンセラーが配置され、生徒の相談役になっ 

ているが、もっと気軽に、そこまで深刻にならないうちに、児童・生徒が相談 

しやすい仕組みをつくる。  

このことで、少しでも、引きこもりや不登校になる子どもを減らしたい。 
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③活動の範囲（拠点・場所） 

小中学校 

④先生の手助けとなるフォロー体制 

ア 児童・生徒の保護者 

イ 民生・児童委員 

ウ 青少年育成委員 

エ 青少年相談員 

オ 青少年補導員 

カ 地域のボランティア 

などで体制を検討する 

⑤課題 

 例えば、先生とうまくいかない、仲間とうまくいかない、勉強についていけ 

ない、家庭での出来事など、様々な状況が考えられることから、先生の手伝い 

役として、教室の中へ入り、授業にも参加して、少しでも生徒一人ひとりに対 

して、相談にのれるような体制づくりを検討する。 

教育委員会では、関係機関が連携して、子どもたちの心の相談に当たってい 

るが、保護者や地域との連携の大切さも認識しているので、今後、協力関係を

構築していく。 

 

 

基本的な方向  ３ 障害者の交流の場づくり 

具体的な取組 １６ イベントを通した地域交流の推進 

①目的 

障害の種別に関わらず、地域住民の誰もが、多くのイベントに参加できるよ

う、障害者団体の横の繋がりを強化するとともに、広く地域住民に広報する。

②活動内容 

ア 障害者団体の横の繋がりの強化それぞれの団体が、それぞれ趣向を凝らし

イベントを開催しているが、さらに、団体間の連携を図ることで、障害の種別

を超えた、多くの人が参加できることとなり交流を深める。 

  また、映写会、カラオケ、クリスマス会、調理教室、音楽会、ソフトボー

ル大会、バス旅行などの様々なイベントを輪番制で企画する。 

イ 障害者団体が主催するイベントの広報の充実、個人的なつながりで声をか
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けるだけでなく、町内自治会の回覧板や市政だより（区のﾍﾟｰｼﾞ）に載せるな

ど、障害者団体と関係機関が連携し、広く地域住民に参加を呼びかける手法を

検討する。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

地域の公共施設 

④活動の頻度 

内容により頻度を検討する。 

⑤担い手 

ア 障害者団体 

イ 関係機関 

ウ 地域のボランティア 

エ 町内自治会などで、連絡協議会を設置し、計画的な運営を行う。 

⑥課題 

連絡協議会を随時開催して、障害者の交流のためのイベントを企画立案する。 

主催団体は輪番制とし、地域のボランティアの協力も得て、多くの人が参加 

し、交流できる場にする。また、イベントの開催を、主催者と連携をとりなが

ら、広く地域住民に知ってもらい、参加してもらうため、町内自治会が掲示板、

回覧板を活用して広報する。 

 

具体的な取組 １７ 学校における子ども同士の交流の推進 

①目的 

幼いころから一緒に勉強したり、遊んだりしながら、自然な形で付き合うこ 

とができていれば、将来も同じ地域において自然な形で交流することができる。  

そこで、毎日の学校生活の中で、障害児との交流の機会を充実させることが

重要であると考える。 

②活動内容 

教育委員会では、障害児と健常児の交流の大切さを認識しており、特殊学級 

設置校では、総合的学習や行事で障害児との交流を行っているが、 

ア 給食の時間や、体育、音楽などの授業に一緒に参加するなど、交流の機会

を増やす 

イ 特殊学級や養護学校との行き来する機会を増やす。 

③活動の範囲（場所・拠点） 
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  - 53 - 

毎日の学校生活 

④担い手   

アＰＴＡ 

イ青少年育成委員 

⑤支援体制 

 学校が、これまでより交流内容を充実させていくためには、人的、物的条 

件を整備する必要があるため、特に、校外学習等で他の学校等との交流を行う 

際に、地域として支援体制を整え、学校と協議する。 

 

 

基本的な方向  ４ 世代を超えた、地域交流の場 

具体的な取組 １８ ドッキングプレイス 

①目的  

高齢者、障害者、児童、赤ちゃん連れの母親など、誰もが、朝から夕まで気

軽に出入りでき、話し合え、こころを育てる場となるようなサロン的な『ドッ

キングプレイス』を地域の拠点とし、世代間交流や助け合える関係をつくる。 

 そこに行けば誰かが居て話し相手になってくれる、そのような場所。 

②活動内容 

地域のエリアは、隣近所で顔を合わせ、 

徒歩圏内である、１００～２００世帯程度の小地域とする。 

 小地域単位に「ミニドッキングプレイス」を確保し、さらに小学校区単位に 

「ドッキングプレイス」を設け、小地域同士が交流できるようにする。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

 施設については、空き教室、公民館、自治会館、体育館、保育園の園庭、高 

齢者施設、旅館、銭湯、子どもルームの時間外使用や老人つどいの家、デパー 

トの屋上、地域の神社・お寺など、地域実情に応じて活用する。 

④担い手 

ア 活動者 

 現に活動している人を基本に、ボランティアで参加できる人をさらに確保し 

小地域内で活動してもらう。 

イ コーディネーター 

  ミニドッキングプレイスごとに地域ボランティア等の中から選定する 

（基本方針２ 交流の場と仲間づくり） 



  - 54 - 

 

⑤課題 

 コーディネーター 

地域内において、施設が足りているか、活動が鈍っていないか、必要な調整 

を行う。小学校区内を調整する役割の人も配置する。 
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誰もが、地域社会でその人らしく充実した生活が送れるよう、 

        地域に活動の場・就労の場を確保し、社会参加ができるよう 

        にする。 

 

【現状と課題】 

定年を迎えたばかりの人や比較的元気な高齢者の多くは、常に生きがいを求

め、いつまでも社会と関わり続けていたいという思いがあり、これまで蓄積し

た知識や能力を活用し、少しでも社会に貢献したいものと考えている。 

また、子育て中の親や障害者（児）は、社会参加や各種活動が十分できずに

います。社会参加や地域活動に参加する機会と場を、地域でつくっていくこと

が必要です。 

 

【解決に向けた基本的な方向】 

 

基本的な方向  １ 高齢者の社会参加を推進する 

具体的な取組 １９ 社会福祉施設でお手伝い 

①目的 

高齢者の地域社会での活動の場を確保する。 

②活動内容 

 定年を迎えたばかりの人や比較的元気な高齢者、また社会施設利用者の多く 

は、常に生きがいを求め、いつまでも社会と関わり続けていたいという思いが 

あり、社会福祉施設において、これまで蓄積した知識や経験を活かし、ボラン 

ティア活動に取り組む。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

地域の社会福祉施設 

④活動頻度 

週に１回程度 

⑤担い手 

ア 定年を迎えたばかりの人 

イ 比較的元気な高齢者 

7つの基本方針 

３ 

（基本方針３ 社会参加の推進） 



  - 56 - 

ウ 社会施設利用者 

⑥課題 

ア 施設入所者に対して、庭の手入れ、軽易な修繕、軽作業の補助、入浴 

  後の整髪、囲碁の指導、話し相手など。 

イ 地域の放課後児童の預かりの役割ケアハウスの談話室などを、地域の放課

後児童の一時預かりの場として活用し、紙芝居など、趣向を凝らした取組み

を実施する。 

 

基本的な方向  ２ 軽度の障害者の社会参加を推進する 

具体的な取組 ２０ 社会活動応援隊の結成 

①目的 

軽度の障害者が自ら働き対価を得ることにより、自信をつけ、社会的に自立 

する糸口とする。 

②対象者 

 本人自身で社会活動がうまくできない軽度の障害者、さらに引きこもりや不 

登校の生徒も対象とする。 

③活動内容 

社会活動応援隊を結成し、遊休農地を借り上げ、障害者とともに農作業を行 

い、また、生産物を販売する。 

労働、生産物を販売、収入の確保によって、障害者の社会参加、自立促進を 

図る。 

④活動の範囲 

市内の遊休農地ほか 

⑤担い手 

ア 当事者の家族、 

イ ＮＰＯ、地域のボランティア 

ウ 生活支援者としてハンディを持つ方を理解できる専門家など 

⑥課題 

農地の確保 

 ＪＡ農協や市からの情報提供により、遊休農地（特に水田）を開放してくれ 

る農家を探す。 

 雨天時の対応について、ビニールハウスやその他の仕事の内容も合わせて検 
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討する。 

具体的な取組 ２１ ボランティアによる戸別訪問 

①対象者 

作業所やデイケアにも行けず、社会から孤立して家にひきこもりがちな方で、 

家族による懸命な努力も、肉親であるが故になかなかうまく行かないケース。 

②活動内容 

家族の努力にもかかわらず、社会的に孤立している障害者を第三者による訪 

問を重ね、自然に社会参加への糸口をつくっていく。 

③担い手 

ア 当事者の家族、 

イ ＮＰＯ、地域のボランティア 

ウ 生活支援者としてハンディを持つ方を理解できる専門家などで支援体制を 

つくる。 

④課題 

ア ボランティアによる訪問活動と場への誘導訪問を重ねるたびに、お互いの 

親密度が増し、しだいに外出へ気持ちを向けさせ、当事者に合った、行きや 

すい場を双方で話し合い、技術習得までの講座へ発展し、就労など、社会参 

加への糸口とする。 

イ いきやすい場（講座、活動）のプログラム作成当事者の趣味や特技を尊重 

し、音楽を聴いたり、体操をする簡単な入門編から、段階的にパ 

  ソコンの助手や日常のお手伝いでできるような教室の参加など、多彩なメニ 

ューを当事者一人ひとりに作成する。 

ウ 活動成果の発表会公民館やいきいきプラザなどにおいて、作品や活動状況、 

成果を発表し、広く一般の方に見てもらう。  

 

具体的な取組 ２２ 地域内行事参加の啓発活動 

①目的 

地域で行われるイベントに、障害者が参加できるようなコーナーなどを設け、 

社会参加を促進する。 

②活動内容 

障害者週間に限らず、各種行事を開催する際に、地域内の障害者に参加への 

呼びかけを行うことで、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動
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に積極的に参加する意欲を高める。 

行事（運動会）について、障害者が参加できるコーナー（種目）を設ける等 

の工夫を凝らす。 

③担い手 

地域で開催される住民参加行事の主催者（当事者やその家族を含めた地域住 

民） 

④支援体制 

当事者の家族、ＮＰＯ、生活支援者としてハンディを持つ方を理解できる専 

門家、ボランティアなど 

 

 

 

基本的な方向  ３ 重度の障害者の社会参加を推進する 

具体的な取組 ２３ 障害者の雇用の促進 

①目的 

地域の障害者の雇用の促進を図る。 

②活動内容 

例えば、中途で視覚障害を負った人が、学校等で技術を習得したとしてもな

かなか雇用されずに困っているなど、障害者が働きたくても雇用されずに困っ

ている実態があることから、行政とともに、障害者の雇用推進のため企業等に 

積極的な働きかけや啓発といった運動を行う。 

 

③担い手 

福祉団体、作業支援ワーカー、行政などによる共同体制を組織化する。 

お仕事斡旋隊（新規）と連携する。 

④課題 

視覚障害者であれば、社会福祉施設での機能回復指導員や病院での療養患者の 

寝たきり予防訓練の補助、民間企業での「ヘルスキーパー」（企業内マッサージ） 

など、障害者の地域交流、社会参加、自立支援の観点からも地域で雇用先を 

拡大して、雇用の推進を図る。 
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具体的な取組 ２４ 雇用推進の広報の充実 

①目的 

地域の障害者の雇用の促進を図る。 

②活動内容 

広報の充実 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた法定雇用率や雇用義務な

どについて、行政による広報を充実させるとともに、地域住民も、地域の企

業に呼びかけ広報を支援する。 

③担い手 

ア 行政 

イ 地域住民 

 

基本的な方向  ４ 子育て中の親の社会参加を推進する 

具体的な取組 ２５ 一時的な子育てを地域ぐるみで支援する 

①目的 

一時的な子育てを地域ぐるみで支援する 

②対象者 

子育て中の親。特に、社会参加の第一歩目を踏み出そうとする人 

③活動内容 

 地域で開催される文化講演会やＩＴ講習などの講座、教室等に参加する際に 

一時的に子どもを預かる。 

④担い手 

地域住民 

 

基本的な方向  ５ 閉じこもりがちな青年の社会参加を推進する 

具体的な取組 ２６ 地域における若者自立支援運動 

①目的 

閉じこもりがちな青年が増えていることは社会的に深刻な問題であり、身近 

な地域での課題としてとらえる。 

②対象者 

働くことにも学ぶことにも踏み出せないニート、家族などごく限られた人と 

（基本方針３ 社会参加の推進） 
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しかコミュニケーションを持てないでいる引きこもり、意欲を持ちながらも、

それが思うようにならず苦悩している精神障害者など、社会参加が困難な若者 

③活動内容 

ア 運動の第１段階は勉強会への参加 

  社会の入り口で立ち止まる若者の声なき声に耳を傾けることが、第一歩で

あると考える。 

    地域住民全体の問題として認識するため、各種勉強会に積極的に参加し、

社会参加が困難な若者を生み出している背景を個別に理解した上で、地域

全体で何かできることはないか、その取組みを見出そうとするものである。 

イ 運動の第２段階は呼び掛け 

 ・ニートや引きこもりの若者への情報の提供、職業的自立への働き掛け 

ボランティア活動等無償の労働体験に関する情報等を提供する方法を検討す 

る。町内掲示板などへのポスター掲示、ケイタイ電話Ｉモード配信など。 

・地域の地元企業への若者向け就職窓口の門戸開放への働き掛け 

ウ 専門機関への橋渡し 

社会に踏み出せない若者のなかには、心の悩みを抱えている者もおり、地域 

で解決できないケースは、専門機関への橋渡しをおこなう。 

④担い手 

地域住民 

 

 

基本的な方向  ６ 社会活動を推進する体制づくり 

具体的な取組 ２７ お仕事斡旋センターの創設 

①活動内容 

本人自身で社会活動がうまくできない障害者などと、企業を結びつけるため 

に、「ここまでならできる」と「ここまで仕事してほしい」とのコーディネー

トを行う。 

②活動の範囲（拠点・場所） 

区単位にするか中学校区単位にするか、範囲を検討してから、センターの場 

所を検討する。 

③担い手 

コーディネーター役として、 

（基本方針３ 社会参加の推進） 
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ア 当事者の家族、 

イ ＮＰＯ、ボランティア 

ウ 生活支援者としてハンディを持つ方を理解できる専門家、などで「お仕 

事斡旋隊」を組織する。 

④課題 

ア 実態調査と交渉 

   ハンディを持つ方のその詳細な状況や、企業の希望など実態調査を実施す

る。この調査をもとに、各企業への要望、交渉を行う。 

イ 人材バンク 

  様々な場面で活動できるように、双方の情報を登録・活用する。 

ウ 求人広告 

   地域限定の求人広告を作る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針３ 社会参加の推進） 
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     誰もが持つ福祉の心を喚起・啓発し、幅広い福祉の活動の輪を     

を広げる仕組みづくりも行って、人材の育成と地域の福祉力を

高める。  

 

 

【現状と課題】      

福祉の心を喚起・啓発するには、幼児期から継続した交流が必要です。 

地域で地域福祉活動に参加する人の掘り起こしを進める必要があります。 

サービス利用者にとって満足する質の高い、適切なサービスを提供してもら

うためには、地域ボランティアに正しい知識や最新の情報を提供は不可欠であ

り、また、地域で地域福祉に関する市民講座などの機会を増やすことも必要で

す。 

また、専門的な知識や技能が必要とされる専門職の質の向上も求められてい

ます。 

 

【解決に向けた基本的な方向】 

 

基本的な方向  １  福祉の心を喚起・啓発する取り組み 

具体的な取組 ２８  地域で福祉に関する講座、ボランティア講座等の受講

機会の提供 

①活動内容 

福祉講座への参加呼びかけ 

当事者の講座への参加 

「介護等マニャアル」の配置 

初級講座とステップアップ講座 

土、日に空き教室を利用して講座を開く 

男性、シニアの知恵・経験・技能の活用 

②活動の範囲（拠点・場所） 

町内、中学校区 自治会館 福祉施設 

③担い手 

7つの基本方針 

４ 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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ボランティア養成講師 

ボランティアセンター 地域生活支援センター障害者家族会 

町内自治会 社協地区部会 

④課題 

ア 担い手の役割 

地域での講座開設 

市内で開催される講座、講演会、講習会等への参加呼びかけ 

マニュアルの作成、配布 

イ 支援体制 

行政 

 

具体的な取組 ２９ 幼児期から障害児とのふれあいづくり 

①目的 

障害者に対する理解を深める 

②活動内容 

幼稚園等に障害児も通園 

幼稚園での特殊組 

交流カリキュラム（徐々に回数増） 

③活動の範囲（拠点・場所） 

幼稚園 保育園 託児所等 

④担い手 

保育士等 

⑤課題 

ア 担い手の役割 

障害児受け入れ態勢を作る 

交流のカリキュラムづくり 

徐々に交流の回数を増やし、継続する 

イ 支援体制 

行政側と協議 

 

 

 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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具体的な取組 ３０ 障害児との継続した、ふれあいづくり 

①目的 

障害者に対する理解を深める 

②活動内容 

障害者施設へ訪問 

イベントへの参加 

③活動の範囲（拠点・場所） 

福祉施設 障害者施設 集会所、空き教室 

 

地域にいる専門指導員 登録ボランティア 

④課題 

ア 担い手の役割 

施設訪問受け入れ 

イベント等の企画、参加呼びかけ、広報（市政だより等） 

 

具体的な取組 ３１ 市民のボランティア体験、障害者とのふれあいづくり 

①目的  

障害者に対する理解を深める 

②活動内容 

地域の障害者施設でボランティア体験し、障害者と交渉する 

地域にある障害者施設を地域住民に開放 

地域情報活動に関する情報の発信 

③活動の範囲（拠点・場所） 

中学校区 福祉施設 障害者施設 

④担い手 

 施設職員 ボランティア 家族・当事者  

⑤課題 

ア 担い手の役割・機能 

施設の住民への開放 

施設でのボランティア体験、交流の機会を提供 

 地域の福祉活動の情報の発信 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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具体的な取組 ３２ 福祉のまちづくりの啓発 

①目的 

福祉のまちづくりの啓発及び障害者への差別をなくす 

②活動内容 

ア 「人にやさしい町づくり」条例 

・身障者駐車場の駐車違反者への罰則等 

・企業等の役割の明確化 

イ 障害者差別禁止条例の確定 

・障害者の社会復帰施設の設置に自治会の同意の不要 

③活動の範囲（拠点・場所） 

千葉市 

④担い手 

行政 

 

 

具体的な取組 ３３ 障害者の権利擁護活動 

①目的 

障害者の権利を護る 

②活動内容 

ア 実態調査と一般への周知 

「人権パンフレット」の配布 

イ 権利救済活動－地域ネットワークの形成 

  通報システムと保護、窓口１本化 

ウ 権利獲得活動－支援ネットワーク 

  当事者等－住民の交流 

相談援助、権利を守る－公的機関の責任 

③活動の範囲（拠点・場所） 

千葉市地域生活支援センター 

④担い手 

地域生活センターの相談員 

人権サポーター 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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⑤課題 

担い手の役割・機能 

ア 実態調査と住民への周知、「人権パンフレット」の作成・配布 

 イ 通報システムの確立と通報者の保護 

ウ 窓口の１本化（相談、援助、調査、調整、勧告、改善等の活動） 

⑥支援体制 

ア 支援ネットワークの形成「人権サポートネット」・ 

 イ 民生・児童委員、社協、家族会、当事者会、ボランティア団体等 

 

 

基本的な方向  ２ 幅広い福祉活動の輪を広げる仕組みづくり 

具体的な取組 ３４ 福祉施設等と住民の連携 

①目的 

施設と地域が連携して地域住民の体験・交流の場づくり 

②活動内容 

地元の福祉施設等が連携して地域住民の体験講座や交流の場を持つ 

③活動の範囲 

中学校区 福祉施設等 

④担い手 

社協地区部会 福祉施設職員 ボランティア 

 

具体的な取組 ３５ 地域の障害者の自立支援体制をつくる 

①目的 

ひきこもり障害者を支援する。 

②活動内容 

段階的に社会参加を促す活動を行う 

個別訪問→ぶらっと寄る場所→友達会→音楽・パソコン教室→戸外活動 

③活動の範囲（拠点・場所） 

中学校区 家族会 福祉施設 

④担い手 

医師、大学教授、ボランティア（学生等）、施設職員、家族 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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⑤課題 

ひきこもり障害者等が対象 

調査－プログラム開発－研修 

 

基本的な方向  ３ 人材を育て、集める（育成・活用・確保） 

具体的な取組 ３６ 世話役さん  

①目的 

民生委員のサポート 

②活動内容 

活動範囲は、民生委員の補助的なもの 

資格認定は設けないが、登録は必要とする。 

③活動の範囲 

町内 町内会館 

④担い手 

民生・児童委員、社協地区部会、退職高齢者、主婦等 

⑤課題 

養成方法 

研修－認定 

問題点 

守秘義務、協力の範囲？地域差 

 高齢者－傾聴ボランティア、介護相談員（ボランティア） 

 

具体的な取組 ３７ 地域ボランティア拠点づくり 

①目的 

地域のボランティアを登録する 

②活動内容  

ボランティア人材バンクに 登録 

コーディネーターを置く 

地域福祉活動リーダーの養成・配置 

地域福祉活動情報の発信 

介護、サポートマニュラル等を常備 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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③活動の範囲・拠点 

中学校区・公民館など 

④担い手 

社協地区部会 退職者（専門職） 福祉専攻学生 

⑤課題 

養成方法、研修・体験、拠点の確保 

コーディネーター人材の確保 

 

具体的な取組 ３８ 公共施設等の職員の対応能力レベルアップ 

①目的 

公共施設等職員のレベルアップ 

②活動内容 

公共施設等の職員のレベルアップを図る 

その職員研修の講師を地域活動を行っている人から養成する。 

「介助等マニュアル」の作成と配布 

技能職種（手話通訳等）の配置 

③活動の範囲（拠点・場所） 

中央区 公共施設等 社協 

④担い手 

「講師」 社会福祉協議会 

⑤課題 

ア 公共施設等：百貨店劇場、ホテル、駅、病院、役所、図書館、公民館等 

イ担い手の役割：情報共有して体制つくる 

ウ養成方法、資格認定－福祉団体等 

 

具体的な取組 ３９ 福祉事業者の体質改善、福祉事業従事者の専門、 

技術強化 

①目的 

福祉事業者のレベルアップが必要である。 

ア ２級ヘルパーに手話講習が必要ではないか。また、ケアマネージャーの資

格も更新制度にして、研修を設けてはどうか。 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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イ 利用者がサービス、施設を選ぶためには、第３者評価制度を適正な運用が

求められる。（苦情解決－運営適正委員会） 

②活動内容 

民間事業者に基本となる福祉理念を徹底する。 

高齢者グループホーム設置基準の強化を図る。 

ケアマネージャー人材不足（質・量とも）の解決策を検討する。 

ホームヘルパー等養成課程に手話を追加する。 

③対象の範囲 

市内全域 

④主な担い手 

行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 

（基本方針４ 人材の育成・地域の福祉力向上） 
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いつでも気軽に相談ができて、欲しい情報を分かりやすく 

収集できる仕組みをつくる。 

 

 

 

【現状と課題】 

  福祉の分野は生活の分野とも言えるほど、多方面におよび、また制度やサー

ビスの内容も頻繁に変化している。 

高齢者や障害者の中には、行政への各種申請手続きに自信がない、億劫だと

感じる人が多い。また、身近に、信頼のおける相談員や組織がない。 

住民の相談に的確に応じ、最新の情報を伝えることができるよう、地域の担

い手が常に最新の知識や情報が入手できる、行政と地域の情報ネットワークを

構築する必要があります。 

  

【解決に向けた基本的な方向】 

 

基本的な方向  １ 相談・情報センター構築（センターサテライト構想） 

具体的な取組 ４０ 中央区相談・情報センター 

①目的 

ウェブサイトを利用した相談・情報の拠点としての機能 

②活動内容 

ア 相談の受付・調整 

専門的な相談から、一般的な心配事の相談まで、幅広く、相談を受け付け、 

解決に向けた具体的な提案・調整を行う。 

ケースによっては、専門の機関への繋ぎを的確に行う。 

イ 福祉相談ＷＥＢサイトの構築・管理 

相談・情報センターまで出かけられない方のために、千葉市のホームページ 

に、福祉相談ＷＥＢサイトを構築し、過去の相談事例や最近の相談事例を検 

索できるようにする。 

ウ 情報提供 

7つの基本方針 

５ 

（基本方針５ 相談体制、情報提供の場づくり） 
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行政、民間、ボランティアなどが実施している施策や活動状況、福祉施設の 

設置状況など、あらゆる情報がわかりやすく、的確に入手できるようにする。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

保健福祉センターの保健福祉総合相談窓口を拠点と考える。 

相談体制については、土日曜日の実施を検討する。 

④担い手 

ア 行政 

イ 社会福祉士など、専門家の配置を検討する。 

 

具体的な取組 ４１ 中学校区相談・情報センター 

①目的 

誰もが気軽に相談できる場、情報を得られる場とする。 

よろず的な相談も受け入れる。 

②活動内容 

ア 市民便利帳に記載された内容の受け答え 

イ 民生・児童委員や中央区相談・情報センター（市が今後の設置有効可能性

を検討中）への橋渡し 

③活動の範囲（拠点・場所） 

身近な生活圏域である中学校区または小学校区を単位とする。 

公民館や小学校の空き教室等、地域の実情に応じ、既存施設を活用する。 

④担い手 

民生・児童委員、同じような問題を持つ人たちのセルフヘルプグループ等が 

相談者となる。 

アとイについては、人材バンクで登録されたボランティアが応援部隊として手 

伝う。 

⑤課題 

ア 社協地区部会、障害者団体、民生・児童委員、町内自治会などが中心とな

り、体制をつくり、運営管理する。  

イ 町内自治会との連携も検討し、関係機関との定期的な会議をもつ。 

拠点が必要となるため、担当部署と協議が必要。 

 

 

（基本方針５ 相談体制、情報提供の場づくり） 
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基本的な方向  ２ 情報が正確に伝わる 

具体的な取組 ４２ 福祉マップ、福祉情報誌 

①活動内容 

ア 高齢者に分かり易い、地域の居場所マップ。 

イ 地域の高齢者や障害者に関わる施設、関係機関のマップ。車椅子が通れる

範囲を示すなど、様々な工夫を凝らす。 

ウ 住民や福祉施設の福祉活動状況、ボランティア団体などの人材や活動状況、

マップなどを盛り込んだ情報誌の作成を検討する。 

エ 子育て支援サービスの実施施設や関係機関などのマップ。 

オ 地域ごとの作成を検討する。 

②担い手 

行政、地域住民、町内自治会、民生・児童委員・児童委員、社協地区部会、 

社会福祉協議会、障害者団体などが連携して推進体制を構築し、掲載内容など

を検討する。 

③課題 

作成経費が必要となるため、担当部署と協議が必要。 

 

具体的な取組 ４３ わかりやすい情報の集約 

①目的 

ア 地域に関する情報を受けやすく、また情報が提供がしやすい環境を整備す

る必要があります。 

②活動内容 

ア 各情報伝達手段の役割分担の明確化 

（ア）ちば市民便利帳(くらしのガイド) 

千葉市の福祉に関する情報は、すべてこれに掲載することを基本とし、各

家庭に保存版として置く。 

（イ）ちば市政だより 

市民便利帳に掲載されていない最新情報や、期間限定情報を掲載する。 

（ウ）町内自治会回覧・掲示板 

ちば市政だよりに掲載しきれない内容量の、最新情報や期間限定の情報

を掲載する。 

（基本方針５ 相談体制、情報提供の場づくり） 
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（エ）千葉市ホームページ 

（ア）～（ウ）の情報をすべて掲載する。 

イ アを利用できない人に対しては、次の人が情報を探す相談にのる。 

・ 民生委員や町内会各種役員 

・ 行政 

ウ 公共施設に、ちば市民便利帳・ちば市政だよりに記載された項目のパンフ

レットや資料を配備するとともに、千葉市ホームページからその情報の発信

元サイトへリンクさせる。 

③課題 

行政が作成しているものについては、協議が必要。 
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       人権尊重の意識を高め、地域社会から偏見や差別をなくすため、 

        家庭、学校、地域などの場で福祉教育に積極的に取り組む。 

 

【現状と課題】 

   障害者を持たない人達は、普段から、障害者と接していないことで、どの

ような対応をすべきかわからない。 

また、障害者も偏見や差別を受けていると感じることが多くあり、病気など

の症状を隠す傾向にあり、正しい福祉教育や心がけなど、お互いを理解するた

めの継続した取組みが必要です。 

あらゆる機会、場において、正しい福祉教育とお互いを理解するための、継

続した取り組みが必要です。 

 

【解決に向けた基本的な方向】 

基本的な方向  １ 学校での取り組み 

具体的な取組 ４４ 学校での福祉教育 

①目的 

子どもの頃からの体系的な、人権学習を根底において福祉教育を推進する。 

②活動内容 

体系的な福祉学習にするため、オリエンテーション、段階を踏んだボラン 

ティア体験学習を行う。 

総合学習でボランティア体験学習、障害者体験、介助方法を習得する。 

福祉施設等に行き、障害者と交流する。 

ふれあいトーク（児童、親子、教職員）を開催する。 

地域貢献活動を行う・ 

ＰＴＡを対象とする福祉講座を開催する。 

③活動の範囲（拠点・場所） 

幼稚園等 小学校 中学校 施設 

④担い手 

教職員 施設職員 当事者・ボランティア専門指導員 

⑤課題 

7つの基本方針 

６ 

（基本方針６ 福祉教育の推進） 
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ふれあいトークは児童、親子、教職員を別々に実施する。 

基本的な方向  ２ 家庭での取り組み 

具体的な取組 ４５ 家庭での福祉教育 

①目的 

障害者等の人権尊重の意識を高め、地域社会から偏見・差別をなくす 

②活動内容 

「福祉教育ハンドブック」の配布、ＰＴＡの集まりでの学習 

③活動の範囲 

小・中学校区、家庭など 

④担い手 

両親、祖父母等 

⑤課題 

経費負担の問題がある。低学年・高学年用を分ける 

子育て、しつけも含む内容とする。 

 

基本的な方向  ３ 地域での取り組み 

具体的な取組 ４６ 地域での福祉教育 

①目的 

地域住民の介護力、福祉力の向上、福祉活動への理解と参画 

②活動内容 

福祉施設でのボランティア体験学習 

福祉施設、生涯学習センター、公民館での、福祉講座、ボランティア教室 

町内会、社協の部会等の会合時に講座を開く 

③活動の範囲（拠点・場所） 

小・中学校区 福祉施設 

④担い手 

地域住民 施設職員 町内自治会 

⑤課題 

担い手の役割・機能 

福祉施設におけるボランティア活動（小中学校も参加） 

福祉施設における教育講座の開催 

⑥支援体制 

（基本方針６ 福祉教育の推進） 
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福祉施設と町内自治会等で推進体制を検討 

 

        地域が安心・安全で住みよいものになるよう、人にやさしい 

        生活環境づくりを進める。 

 

 

      

【現状と課題】 

  街の安全を脅かす、こそ泥、ひったくり、不審者の付きまとい等、頻発する

犯罪から、子どもたちや住民をどのようにしたら守れるのか、警察の力はもち

ろん、住民の手で何ができるのか、考える必要があります。 

   誰もが住み慣れた家庭や地域社会で安心して暮らせるようにするためには、

利用者に配慮した建築物の普及、住宅のバリアフリー化、道路などの段差解

消が推進されることが必要です。 

 

 

【解決に向けた基本的な方向】 

基本的な方向  １ 防犯・防災体制づくり 

具体的な取組 ４７ 学校安全ボランティア活動の推進 

①目的 

教育委員会が取組んでいる「学校安全ボランティア（セーフティウォッチャ

ー）」に、多くの住民が参加するよう地域としてもその促進を図る。 

②対象者 

登下校時の児童・生徒 

③活動内容 

 通学時間帯に合わせて、通学路に人を配置して、児童・生徒が安全に通学で

きるようにする。 

 学校の校庭等の見回りについても、将来的な活動目標として、学校側と調整

を進める。 

④担い手 

地域住民 

町内自治会、ＰＴＡなどが実施体制をつくり、学校、教育委員会と連携を図

7つの基本方針 

７ 

（基本方針７ 人にやさしい生活環境づくり） 
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る。 

具体的な取組 ４８ 防犯安全運動の推進 

①活動内容 

ア 学校や警察が開催する安全講習会や防犯 

  教室、さらに暴漢撃退法などの訓練会場へ、親子または地域住民が積極的

に参加できるように、広く呼びかける。 

イ 青少年育成委員会が実施する「子ども１１０番の家」の存在を地域に広く

周知し、登録する一般家庭やコンビニなどの事業者が増えるよう啓発すると

ともに、地域で行われる行事等において、子どもたちにも周知する。 

②担い手 

児童・生徒とその親 地域住民 

 

具体的な取組 ４９ 地域防犯パトロール 

①活動内容 

 地域内のパトロールのほか、防犯上の問題点を点検し合い、地域の安全性を

高め、犯罪の未然防止を図る。 

②担い手 

町内自治会、ＰＴＡ、子ども会等で組織化し、小さな区域ごとに１０人程度

の班を編成し巡回する。 

③活動頻度 

 学童が下校する１５時から１７時と夜間の１９時から２１時を基本に、実施

日やコースを班ごとに検討する。 

④継続させるための様々な取り組みを班ごとに検討する。（例示） 

ア 徒歩、自転車、車でパトロールをする。音楽を流しながら車でまわる。 

イ 聴覚障害者の人にも分かるように音だけでなく、「パトロール」の表示が

必要。 

ウ 防犯パトロール時にステッカー、たすき、防犯プレート、腕章等をつける。

犬の散歩や買い物に出掛ける時など、みんなが付けて歩き、防犯の意識を高

めていく。 

エ 町内によって色を変えると町内の人かどうか区別がつく。 

⑤パトロールと合わせて実施することが好ましい取り組みを班ごとに検討する。 

 （例示） 

（基本方針７ 人にやさしい生活環境づくり） 
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 ア 警察や行政が作成する防犯パンフレットを各世帯に配布する。 

イ 警察に安全指導の講習をしてもらう。 

ウ 特に危険と思われる地区の電柱にポスターを貼る等、注意を呼びかける。 

エ 路上駐車しないよう、呼びかける。 

⑥支援体制 

 市の防犯パトロール隊支援事業との連携を図る。 

 

具体的な取組 ５０ 町内自衛防災活動  

①活動内容 

防災訓練、救助訓練、避難場所決め・確認、避難生活シミュレーション、 防

災グッズ等の紹介や説明会、耐震住宅等の説明会  

ア 町内自治会単位に、年１回は必ず実施することとし、年間行事を定めたも

のを各世帯に配布・周知する。 

イ 小地域防災活動（新規）での取組みが発展し、活動になるよう、町内とし

ての連携をはかる。  

ウ 小地域防災活動で把握している、非常時の連絡先、家族の人数、お年寄り、

子ども、障害者などの災害弱者の状況を、町内としてどのように活用する

か慎重に検討する。 

エ 地域の中に手話通訳できる人も必要。 

オ 避難場所については、紙に表示することで、誰でもが分かるようになる。 

②担い手 

町内自治会を単位に、企画・実施する。 

 

基本的な方向  ２ 高齢者・障害者等の利用に配慮した環境整備 

具体的な取組 ５１ バリアフリーのまちをつくる 

①目的 

高齢者、障害者等にやさしいバリアフリーのまちをつくる 

②活動内容 

環境バリア改善総点検 

 ア 高齢者や障害者の通行に妨げとなる歩道の段差、放置自転車、ビルの入 

り口の重い扉などについて地域で調査し、危険箇所・要改善箇所の把握を 

行い、施設管理者と連携して、その適切な対応を図る。 

（基本方針７ 人にやさしい生活環境づくり） 
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イ 交通バリアフリー法、ハートビル法、千葉県の福祉のまちづくり条例、 

バリアフリー・ユニバーサルデザイン面などの観点から、 

  道路等屋外空間、公共建築物等、まちの状況を調査する。 

③担い手 

 町内自治会などを中心とする地域住民 

④課題 

行政の関係機関と協働して推進する。 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 中央区地域福祉計画推進協議会（仮称）の設置 

   中央区地域福祉計画推進協議会（仮称）を設置する。 

  地域福祉計画推進協議会は、地域関係者の情報交換により計画に基づく

取組の成果を共有しながら、課題の把握や今後の取組についての議論を行

うほか、地域関係者間の連絡調整を行う。 

（活動内容） 

ア  区の地域福祉計画の取組状況の把握 

イ  地域福祉の活動団体間の情報交換、連絡調整 

ウ  行政機関や社会福祉協議会との連絡調整 

エ  区の地域福祉計画に関する広報 

（委員構成） 

  町内自治会、民生・児童委員、社協地区部会、老人クラブ、ＮＰＯ、ボ

ランティア団体、社会福祉事業者、学校関係者、地域住民（公募）などか

ら幅広く選定する。 

 

 

２ 具体的な計画推進体制の構築 

（１）課題 

この中央区地域福祉計画に盛り込まれた具体的な取組をどうやって推進

するのかとなると、どこからどう手をつけて、推進するのか問題が多い。 

地域には、多くの人、組織、団体が福祉活動を行っているが、どこも手

一杯であり、計画の具体的な担い手を想定すると、どれもほぼ同じメンバ

ーになってしまい、マンパワー不足で計画の半分も実現ができないのでは

ないかという懸念がある。 

しかしながら、この計画に盛り込まれた取組は住民が時間をかけ、議論

したものであることから、少なくとも機能として、すべての取組について

実現に向けた道筋をたてていきたい。 

そのため、各機能を持った取組を分担する組織をつくり、その組織が取

組の推進母体となり、地域の実情に合わせて優先順位をつけて推進する。 
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（２）推進体制 

 ア 地域サポートネットワーク（仮称）の設置 

   中学校区単位（約５、０００世帯）を基準として「地域サポートネッ

トワーク」を設置する。 

   地域サポートネットワークは、中央区地域福祉計画に盛り込まれた具

体的な取組のうち、中学校区を範囲とするものについて検討を行い、推

進を図る。 

なお、全区を対象とする取組については、各地域に設置される地域サ

ポートネットワークが、区地域福祉計画推進協議会（仮称）で、課題や

情報を共有し、役割などの調整を行い、推進を図る。 

 イ 地域子ども教室 

   ウィークリーサロン連絡会 

   社会活動応援隊（障害者の交流） 

   小学校区単位（約２、０００世帯）を基準として、対象者ごとに推進

組織を設置する。 

 ウ 身近な福祉活動推進員（シニアボランティア、世話役さん） 

 

（３）弾力的な運営 

  新しい組織は、できるだけ簡素化することが必要であり、４つの組織に

ついても地域の実情により、１つに統合する、あるいは、地域サポートネ

ットワークの実行委員会として、小学校単位の取組を担う組織を置くこと

も考えられる。 

  地域サポートネットワークは、社協地区部会が対応可能の実力があれば

地区部会がそのままスライドすることが好ましい。地区部会がそこまで、

実力のない地域では、まず、地域サポートネットワークを立ち上げ、どち

らかに統合していくことも考えられる。 
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・ 計画策定の経過 

・ 委員名簿 

・ 地域の活動状況 

・ 主な福祉施設等 

・ 計画策定に向けて実施したアンケート調査結果の概要 
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 計画策定の経過 
 平成１６年 

4 月     第１回地区フォーラム開催 

         ・計画の位置づけや進め方を事務局が説明 

５月     第２回地区フォーラム開催 

              ・日常の生活や福祉活動を通じ感じている身近な

生活課題を発表し、委員全員で課題を共有 

         ・生活課題をグループ化しキーワードの設定を行

う                          

６月     第３回地区フォーラム開催 

         ・生活課題の検討順を決め解決策の検討開始 

７月２４日  第１回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

         ・各地区フォーラムの取組状況を発表 

８月 ４日  第１回作業部会開催 

         ・今後の進め方を協議 

８月     第４回地区フォーラム 

         ・解決策の検討 

９月     第５回地区フォーラム 

         ・解決策の検討 

９月２７日  第２回作業部会開催 

         ・合同フォーラム発表用資料の検討 

  １０月１２日  第２回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

            ・計画書の構成の検討 

            ・合同フォーラム発表用資料の検討 

            ・基本方針素案作成検討会の設置 

  １０月１８日  第１回フォーラム委員長会議開催 

・基本方針素案の検討 

  １０月２１日  第２回フォーラム委員長会議開催 

・基本方針素案の検討 

１ 
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１０月２３日  合同フォーラム開催 

        ・各地区フォーラムでの検討内容を取りまとめ発表 

１１月 １日  第３回フォーラム委員長会議開催 

・基本方針素案の検討 

１１月     第６回地区フォーラム開催 

          ・解決策の検討 

１１月２５日  第４回フォーラム委員長会議開催 

・基本方針素案を作成 

１２月     第７回地区フォーラム開催 

          ・基本方針素案についての意見取りまとめ 

１２月２０日  第３回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

          ・基本方針の決定 

          ・分科会設置の決定 

          ・１７年度までの今後のスケジュール決定 

平成１７年  

１月      第８回地区フォーラム開催 

・解決策の検討 

          ・分科会への参加を募集 

          ・基本目標設定について意見交換          

  １月２９日   第１回分科会開催（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ分科会） 

          ・分科会のこれからの進め方など 

          Ａ分科会 ： 1 月２９日 

         Ｂ分科会 ： 1 月２９日 

         Ｃ分科会 ： 1 月２９日 

         Ｄ分科会 ： 1 月２９日 

１月２９日   第１回西千葉地区フォーラム広報委員会開催 

          ・ニュースレター発行の打合せ 

  ２月 ７日   第５回フォーラム委員長会議開催 

・基本目標素案の検討 
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２月      各分科会開催 

       ・解決策の検討 

Ａ分科会 ： ２月１１、２６日 

         Ｂ分科会 ： ２月１７日 

         Ｃ分科会 ： ２月３日 

         Ｄ分科会 ： ２月１２、２６日 

   ２月１９日   第１回西千葉地区フォーラム広報委員会開催 

          ・ニュースレター原稿作成 

 

２月２３日   第６回フォーラム委員長会議開催 

・基本目標素案の作成 

３月       各分科会開催 

       ・解決策の検討 

 Ａ分科会 ： ３月７日 

          Ｂ分科会 ： ３月４、９、１７日 

          Ｃ分科会 ： ３月１、１１日 

          Ｄ分科会 ： ３月６日 

３月１９日    第４回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

         ・基本目標の決定 

         ・Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ分科会での検討状況 

平成１７年 

４月４日   第５回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

        ・計画書（概要版） 

４月     各分科会開催   

       ・解決策の検討 

Ａ分科会 ： ４月２０日 

         Ｂ分科会 ： ４月１５日 

         Ｃ分科会 ： ４月１３日 

         Ｄ分科会 ： ４月 ９日 

 ４月２３・２４日  各地区フォーラム開催 

            ・計画案、基本目標についての意見交換 
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５月２５日  第 6 回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

        ・分科会の検討状況（中間報告） 

５月     各分科会開催   

・解決策の検討 

Ａ分科会 ： ５月１２日 

Ｂ分科会 ： ５月１１日 

Ｃ分科会 ： ５月１０日 

Ｄ分科会 ： ５月１４日 

    ６月     各分科会開催   

・解決策の検討 

Ａ分科会 ： ６月 ８日  

Ｂ分科会 ： ６月 ９日 

Ｃ分科会 ： ６月１０日 

Ｄ分科会 ： ６月 ４日 

 ７月       各分科会開催   

Ａ分科会 ： ７月６日、７月２０日、２７日  

Ｂ分科会 ： ７月８日 

Ｄ分科会 ： ７月９日 

８月２３日  第７回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

        ・基本目標について 

        ・基本方針について 

        ・分科会の検討結果について 

９月２１日 （臨時）中央区地域福祉計画策定委員会開催 

        ・計画案について 

   １０月 １日  合同フォーラム開催 

   １０月２５日  第８回中央区地域福祉計画策定委員会開催 

            ・中央区地域福祉計画案について 
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      委員名簿 
（１）区策定委員会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

樽
たる

見
み

　歳
とし

子
こ
千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会 副委員長

大賀
おおが

　きぬ代
よ
アワーズ

鳥
とり

内
うち

　弥
や

彦
びこ
千葉市精神障害者地域家族会連合会

日高
ひだか

　正博
まさひろ 院内保育園

永野
ながの

　芳
よしとし

俊 千葉市老人クラブ連合会

才
さい

木
き

　浩子
ひろこ 公募

細井
ほそい

　英正
ひでまさ

千葉市民生委員・児童委員協議会

板倉
いたくら

　清隆
きよたか

千葉市老人クラブ連合会

山下
やました

　浩巳
ひろみ

精神障害者共同作業所リベラ

桐谷
きりや

　しげ子
こ
千葉寺保育園

藤平
ふじひら

　悦央
えつお 千葉市身体障害者福祉団体連合会

猪
い

野
の

　良
りょう 中央区町内自治会連絡協議会

三澤
みさわ

　正史
まさし 中央区町内自治会連絡協議会

中村
なかむら

　奈
な

知
ち

子
こ
特別養護老人ホーム都苑

真部
まなべ

　弓
ゆみ

雄
お
ファミリー・サポート・センター会員

西村
にしむら

　鉄男
てつお

公募

篠塚
しのつか

　俊子
としこ

千葉市ボランティア連絡協議会

國井
くにい

　小夜子
さよこ 知的障害者生活ホーム國井ホーム

武井
たけい

　雅光
まさみつ 中央区町内自治会連絡協議会 委員長

市川
いちかわ

　　明
あきら 公募

矢部
やべ

　英一
えいいち

ファミリー・サポート・センター会員

相楽
さがら

　弘子
ひろこ

千葉市社会福祉協議会白旗台地区部会

高橋
たかはし

　章博
あきひろ

特別養護老人ホームローゼンヴィラはま野

花澤
はなざわ

　幸三
こうぞう

知的障害者小規模授産施設大樹

学校関係者

ち
ば
中
央
・
都
・
寒
川

・
末
広
地
区

星
久
喜
・
松
ヶ
丘
・
川
戸
地

区

蘇
我
・
白
旗
台
・
生
浜
地

区

西
千
葉
・
中
央
・
松
波
・

東
千
葉

・
新
宿
・
中
央
東
地
区

（敬称略、地区フォーラム別）

地区名 役割所属団体名等氏名
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西千葉・中央・松波・東千葉地区フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　

1 Ｂ分科会 青木
あおき

　弘行
ひろゆき

公募

2 Ａ分科会 石原
いしはら

　ジュン子
こ
公募

3 Ｄ分科会 北村
きたむら

　和枝
かずえ

千葉市ボランティア連絡協議会

4 宍倉
ししくら

　久子
ひさ こ

千葉市社会福祉協議会中央地区部会

5 委員長 Ａ分科会 樽見
たるみ

　歳
とし

子
こ
千葉市社会福祉協議会東千葉地区部会

6 豊岡
とよおか

　浩子
ひろこ

ファミリー・サポート・センター会員

7 Ｄ分科会 鳥内
とりうち

　弥彦
やひこ

千葉市精神障害者地域家族会連合会

8 永野
ながの

　芳
よし

俊
とし

千葉市老人クラブ連合会

9 中村
なかむら

　宗一
そういち

（株）日本ビコー　千葉支店

10 伊藤
いと う

　雅子
のりこ

千葉市民生委員・児童委員協議会

11 副委員長 Ｃ分科会 大賀
おおが

　きぬ代
よ
アワーズ

12 Ｃ分科会 小嶋
こ じ ま

　勇明
ゆう じ

千葉市身体障害者福祉団体連合会

13 後藤
ご と う

　真由美
ま ゆ み

千葉市手をつなぐ育成会

14 小宮
こみや

　千恵子
ち え こ

千葉ＮＰＯ設立支援センター

15 才木
さ いき

　浩子
ひろこ

公募

16 佐々 木
さ さ き

　美智子
み ち こ
千葉市社会福祉協議会西千葉地区部会

17 笹本
ささもと

　榮一
えいいち

中央区町内自治会連絡協議会

18 高橋
たかはし

　保
たもつ

千葉市社会福祉協議会松波地区部会

19 Ｂ分科会 日髙
ひだか

　正博
まさひろ

院内保育園

20 平山
ひらやま

　健治
けんじ

公募

Ｎｏ 地区フォーラム 分科会 委員氏名 所属団体名等

  

 

 

（２）地区フォーラム委員名簿 
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ちば中央・都・寒川・末広地区フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　

1 朝生
あそう

　實
みのる

千葉市社会福祉協議会ちば中央地区部会

2 副委員長 Ａ分科会 板倉
いたくら

　清隆
きよたか

千葉市老人クラブ連合会

3 Ｃ分科会 加藤
か と う

　竜子
たつこ

公募

4 菊池
き く ち

　恵美
え み

千葉市肢体不自由児者父母の会

5 Ａ分科会 桐谷
き りや

　しげ子
こ 千葉寺保育園

6 Ａ分科会 白井
し ら い

　進
すすむ

千葉市社会福祉協議会末広地区部会

7 長原
ながはら

　真理子
ま り こ 千葉市ボランティア連絡協議会

8 Ｄ分科会 藤平
ふじひら

　悦央
えつお

千葉市身体障害者福祉団体連合会

9 松本
まつもと

　周子
の り こ

ウィメンズカウンセリングちば

10 Ｂ分科会 伊藤
い と う

　節子
せつこ

千葉市社会福祉協議会寒川地区部会

11 Ａ分科会 猪野
い の

　良
りょう

中央区町内自治会連絡協議会

12 今井
いまい

　きよ 公募

13 Ｂ分科会 長原
ながはら

　修
おさむ

千葉市社会福祉協議会都地区部会

14 Ｄ分科会 長谷部
は せ べ

　道子
みちこ ファミリー・サポート・センター会員

15 馬場
ば ば

　利枝
と し え

公募

16 委員長 Ｄ分科会 細井
ほそい

　英正
ひでまさ 千葉市民生委員・児童委員協議会

17 Ｃ分科会 山下
やました

　浩己
ひろみ

精神障害者小規模作業所リベラ

分科会 所属団体名等Ｎｏ 地区フォーラム 委員氏名
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星久喜・松ヶ丘・川戸地区フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　

1 Ｄ分科会 植草
うえくさ

　志
し

津
づ

江
え
公募

2 小川
おがわ

　秀司
ひでし

公募

3 Ｃ分科会 菊池
き く ち

　裕美
ひろみ 千葉市自閉症児者親の会

4 Ａ分科会 黒川
くろかわ

　妙子
たえこ

千葉市社会福祉協議会星久喜地区部会

5 Ｄ分科会 篠塚
しのつか

　俊子
と し こ

千葉市ボランティア連絡協議会

6 Ｃ分科会 原田
はらだ

　幸吉
こうきち

（株）ビィカインド

7 Ａ分科会 白鳥
しらとり

　むら 千葉市民生委員・児童委員協議会

8 副委員長 中村
なかむら

　奈
な

知
ち

子
こ 特別養護老人ホーム
都苑

9 Ａ分科会 真部
まなべ

　弓雄
ゆみお ファミリー・サポート・センター会員

10 委員長 Ｃ分科会 三澤
みさわ

　正史
ま さ し

中央区町内自治会連絡協議会

11 池内
いけうち

　博義
ひろよし

千葉市社会福祉協議会松ヶ丘地区部会

12 Ｄ分科会 國井
く に い

　小夜子
さ よ こ

知的障害者生活ホーム 國井ホーム

13 田中
たなか

　義雄
よ しお

千葉市身体障害者福祉団体連合会

15 Ｄ分科会 奈良
な ら

部
ぶ

　千鶴子
ち づ こ 公募

16 Ｂ分科会 西村
にしむら

　鉄男
てつお 公募

17 Ｂ分科会 納
のう

元
もと

　佐知子
さ ち こ

千葉市社会福祉協議会川戸地区部会

18 Ａ分科会 渡辺
わたなべ

　久子
ひ さ こ

松ヶ丘保育園

Ｎｏ 地区フォーラム 分科会 委員氏名 所属団体名等
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蘇我・白旗台・生浜地区フォーラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）　

1 Ｃ分科会 岡田
おかだ

　正
まさ

平
ひら 千葉市身体障害者福祉団体連合会

2 小川
おがわ

　藤子
ふじこ

特別養護老人ホーム あかいの郷

3 Ｄ分科会 木村
きむら

　芳子
よ し こ

千葉市社会福祉協議会生浜地区部会

4 Ｂ分科会 佐藤
さ と う

　千恵子
ち え こ

公募

5 Ａ分科会 須藤
すどう

　良子
よ し こ

千葉市民生委員・児童委員協議会

6 Ｄ分科会 高橋
たかはし

　章博
あきひろ 特別養護老人ホームローゼンビィラはま野

7 委員長 Ｂ分科会 武井
たけい

　雅光
まさみつ

中央区町内自治会連絡協議会

8 Ａ分科会 土屋
つちや

　淑子
よ し こ

公募

9 新田
にった

　恒夫
つねお

スペース海

10 宮下
みやした

　信幸
のぶゆき

千葉市ボランティア連絡協議会

11 Ｃ分科会 矢部
や べ

　英一
えいいち

ファミリー・サポート・センター会員

12 天羽
あまは

　喜公
よしたか

千葉市老人クラブ連合会

13 石川
いしかわ

　和光
かずみつ

公募

14 副委員長 市川
いちかわ

　明
あきら

公募

15 今本
いまもと

　藤江
ふじえ

千葉市精神障害者地域家族会連合会

16 大森
おおもり

　喜久代
き く よ 今井保育園

17 鏑木
かぶらき

　憲子
のりこ

千葉市社会福祉協議会蘇我地区部会

18 後藤
ご と う

　節子
せつこ 身体障害者療護施設 ハピネス浜野

19 Ｄ分科会 相楽
さがら

　弘子
ひろこ

千葉市社会福祉協議会白旗台地区部会

20 Ｂ分科会 鴇田
と きた

　知子
と も こ

千葉市民生委員・児童委員協議会

21 Ｃ分科会 花澤
はなざわ

　幸三
こうぞう

知的障害者小規模授産施設 大樹

22 Ｂ分科会 早川
はやかわ

　雪子
ゆきこ

千葉市肢体不自由児者父母の会

所属団体名等Ｎｏ グループ内の役割 分科会 委員氏名
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          地域活動団体の状況 
 

 ① 町内自治会加入率 

町内自治会の加入率は、全市的に減少傾向にあり、中央区区でも、平成１３

年から５．８ポイント減少しています。 

加入率(％） 
  

平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

千葉市 79.8 78.1 76.5 75.5 74.8 

中央区 80.7 79.0 76.8 75.9 74.9 

花見川区 86.8 85.9 85.0 83.5 83.2 

稲毛区 82.9 81.8 80.3 79.1 78.6 

若葉区 74.0 73.0 73.3 73.0 71.9 

緑区 65.6 64.6 62.1 61.6 61.0 

美浜区 81.2 76.7 73.9 72.6 72.4 

※各年とも 3月 31 日現在  

加入率＝加入世帯数÷全市または各区の世帯数 

② 社会福祉協議会地区部会加入世帯数 

社会福祉協議会地区部会への加入世帯数は、全市的には、増減はあるものの

緩やかな増加傾向にあり、中央区でも、平成１３年から３，９６２世帯が新た

に加入しました。 

加入世帯数（世帯） 
  

平成 13 年 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 

千葉市 163,727 161,612 164,059 167,026 170,554 

中央区 45,263 46,273 46,654 46,320 49,225 

花見川区 23,948 23,801 23,833 23,678 23,133 

稲毛区 30,214 29,662 29,174 28,213 28,791 

若葉区 25,197 25,492 24,989 25,145 24,691 

緑区 12,202 12,676 13,290 17,902 18,205 

美浜区 26,903 23,708 26,119 25,768 26,509 

※各年とも 3月 31 日現在 

３ 
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③ 老人クラブ加入率 

老人クラブの加入率は、高齢期を迎えた方の新規加入が少ないため、全市的

に減少傾向にあり、中央区も減少傾向にあります。  

加入率（％） 
  

平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 

千葉市 10.6 9.7 9.1 8.4 8.0 

中央区 17.3 16.1 15.4 14.1 13.4 

花見川区 7.2 6.6 6.3 5.8 5.3 

稲毛区 9.5 8.4 7.8 7.2 6.8 

若葉区 8.5 7.8 7.2 6.8 6.7 

緑区 10.1 9.6 8.3 7.5 6.8 

美浜区 8.8 8.2 7.9 7.9 7.8 

※各年度とも 4月 1日現在  

加入率＝加入している 60 歳以上の人数÷全市または各区の 60 歳以上の人口 
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④ 社会福祉協議会地区部会の主な活動状況 

 ア ふれあい・いきいきサロン 

 イ ふれあい・子育てサロン 

 ウ ふれあい・散歩クラブ 

 エ ふれあい食事サービス 

 オ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 13 - 

      主な社会福祉施設 
 

１ 「高齢者福祉施設の状況」      地区フォーラム単位 

施設種別 
施設数 西千葉 

ちば 

中央 星久喜 蘇我 

特別養護老人ホーム  3     1 2 

介護老人保健施設  2   1 1   

有料老人ホーム  5     3 2 

痴呆性老人ホーム  2       2 

ケアハウス  1     1   

訪問看護ステーション  9 5 2   2 

デイサービス施設  17 3 1 3 10 

在宅介護支援センター  4   1 1 2 

老人福祉センター  1     1   

高齢者職業相談室  2 2       

高齢者スポーツ広場  2   1 1   

高齢者大学校  1     1   

高齢者総合相談センター 1   1     

シルバー人材センター  1   1     

高

齢

者 

老人つどいの家  8 2 1 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４
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＜注釈＞

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

デイサービス施設

在宅介護支援センター

老人つどいの家

特

特

特

介
特

デ
介

在
介

老
特

デ

在

デ

デ
デ

介

デ

在

介

デ

デデ 在

特

デ

デ

デ

デ

デ

デ

デ

デ

デ

在

老

老

老
老 老

老

老

老
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２ 「障害者施設の状況」        地区フォーラム単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別 
施設数 西千葉 

ちば中

央 星久喜 蘇我 

身体障害者小規模通所授産施設 1   1     

身体障害者療護施設  1       1 

身体障害者福祉センター（Ｂ型） 1     1   

知的障害者小規模通所授産施設 2   1   1 

知的障害者生活ホーム 2     1 1 

心身障害者小規模福祉作業所 1   1     

心身障害者ワークホーム 4       4 

精神障害者共同作業所 4 1 2   1 

精神障害者グループホーム 1       1 

盲・聾・養護学校、特殊教育 2   1 1   

補装具製作施設  1 1       

身体・知的障害者更正相談所 1       1 

障害者職業センター  1   1     

障

害

者 

精神保健福祉センター  1     1   
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＜注釈＞

身体障害者小規模通所授産施設

身体障害者療護施設

知的障害者小規模通所授産施設

精神障害者グループホーム

身体障害者福祉センター（Ｂ型)

知的障害者生活ホーム

心身障害者小規模福祉作業所

心身障害者ワークホーム

精神障害者共同作業所

身小

身小

身療

身福

知小

心小

心ワ

知生

精共

精グ

精共

精共

精共精共

知小
知小

心小
身福

知生

知生

身療

心ワ

心ワ
心ワ
心ワ

精グ
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３ 「児童福祉施設の状況」        地区フォーラム単位 

施設種別 施設数 西千葉 ちば中央 星久喜 蘇我 

保育所（公13 私5）   18 4 4 3 7 

幼稚園   22 7 5 6 4 

小学校   19 4 4 4 7 

子どもルーム  15 3 3 3 6 

中学校   9 2 2 3 2 

子育てリラックス館  1   1     

青少年相談  3   3     

青少年センター  1       1 

児童自立支援施設  1       1 

児

童 

児童文化センター  1       1 
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＜注釈＞

保育所

小学校

子どもルーム

小学校に子どもルームを併設

子育てリラックス館

保

保

小

ル

リ

リ
小

小

小

小

小

小

小小

小

保

保

保 保

保

保

保

保

保

保

保
保

保

保 保

保

保

小･ル

小･ル小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

小･ル

ル

ル

ル

ル

ル
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中央区地域福祉計画策定のためのアンケート調査結果の概要 
 

 

１ 調査の概要 
（１）調査目的 
  中央区在住の市民の地域福祉に関する意向を把握し、地域福祉計画を策定するうえ

での基礎資料とすることを目的とした。 
 

（２）対象 
  調査対象は，中央区に在住する１６歳以上の区民８００人、内訳は、各地区フォー

ラムのエリアごとに在住する２００人を抽出した。 
なお、対象者の抽出方法は、無作為抽出とした。 

 

 

２ 主な調査結果 
（１）地域との関わりについて 

 中央区全体では、「顔を合わせれば、あいさつする程度」(53.9%)が最も多く、次いで
「なんでも相談し助け合えるまでとはいかないが、内容によっては相談し助け合う」

(17.1%)が続く。 
 地区別に見ると、「顔を合わせれば、あいさつする程度」が一番多いのが、西千葉・中

央・松波・東千葉地区（57.5%）である。 
 「普段から簡単な頼みごとをする程度」は、蘇我・白旗台・生浜地区（24.3％）が最
も多い。 

 「なんでも相談し助け合えるまでとはいかないが、内容によっては相談し助け合う」

は、ちば中央・都・寒川・末広地区（23.1%）が最も多い。 
 「ほとんど近所づき合いはない」という回答が最も多かったのは、ちば中央・都・寒

川・末広地区（7.7%）である。 

 
 
（２）地域活動・ボランティア活動 
 地域活動やボランティア活動の有無については、中央区全体では、「活動したことはな

い」(39.4%)が最も多く、次いで「以前、活動したことがあるが、現在はしていない」(17.1%)
となっている。 
「現在、活動している」（12.9%）と合わせると３割弱が地域活動やボランティアの経

験があると回答している。 
 地区別では、「活動したことはない」という回答が最も多いのが、西千葉・中央・松波・

東千葉地区（41.3%）である。 
「以前、活動したことがあるが、現在はしていない」が最も多いのが、西千葉・中央・

松波・東千葉地区（20.0%）であるが、「現在、活動している」（16.3%）と合わせると 4

割弱が地域活動やボランティアの経験があると回答している。 
 なぜ活動をしないのかという理由については、中央区全体では「仕事をもっているの

で時間がない」(31.4%)が最も多く、次いで「どのような活動があるのか地域活動・ボラ

ンティア活動に関する情報がない」(21.7%)、「活動したい気持ちはあるが、きっかけが  
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つかめない」（16.6%）が続く。 
 今後の活動については、中央区全体では、「できれば活動したい」(42.3%)が最も多く、

次いで「あまり活動したいと思わない」(24.0%)となっている。 

 「活動したい」は、ちば中央・都・寒川・末広地区（5,7%）が最も多い。「まったく
活動したいとは思わない」は、西千葉・中央・松波・東千葉地区（8.2%）が最も割合が

多い。 

 
（３）社会福祉協議会、民生委員・児童委員の認知度について 
 社会福祉協議会の認知度については、中央区全体では７割弱の割合で名前を聞いたこ

とがあると回答している。（「名前も活動内容も知っている」（17.7%）、「名前は聞いたこ

とがあるが、活動内容はよく知らない」（48.4%）） 
「名前も活動内容も知らない」（21.0%）という回答は 2割ほどである。 

 「名前も活動内容も知らない」が最も多いのは、西千葉・中央・松波・東千葉地区（28.8%）

である。 
 民生委員・児童委員の認知度については、「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよ

く知らない」(41.6%)が最も多いが、「名前も活動内容も知っている」(36.1%)をあわせる
と名前は聞いたことがあるという回答は８割近くになる。 

 地区別では星久喜・松ヶ丘・川戸地区が、「名前も活動内容も知っている」（42.9%）

という回答を４割近くしており、「名前も活動も知らない」は西千葉・中央・松波・東千

葉地区（11.3%）が最も多い。 

 

 
（４）福祉のまちづくりについて 
 中央区全体では、「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組む

べきである」(43.5%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題につい

ては，住民が協力して行う」(18,7%)となっている。 
 地区別では、蘇我・白旗台・生浜地区が「福祉の課題については，行政も住民も協力

しあい，ともに取り組むべきである」（45.9%）で、その他３地区でも同じく４割程度の

回答がある。 
 「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民が協力して行う」は、西千

葉・中央・松波・東千葉地区（22.5%）が最も多い。 
 「福祉を実施する責任は行政にあるので，税負担をすでに担っている住民は特に協力

することはない」という回答は、星久喜・松ヶ丘・川戸地区（9.9%）が最も多い。 

 

 
（５）今後の福祉のまちづくりのために重要なことについて 
 各地区とも「保健・医療・福祉の連携による在宅サービスの充実」、「福祉サービス利

用のための適切な情報を得る体制づくり」、「緊急時の防災・安全対策」、「身近な近隣住

民，民生委員などによる相談支援体制の整備」がほぼ 1割ずつ回答があった。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     千葉市保健福祉局保健福祉総務課 

   〒 ２６０－００９８  千葉市中央区千葉港１－１ 

   電話   ０４３－２４５－５１５８ 

   ＦＡＸ   ０４３－２４５－５５４６ 

   ｍａｉｌ  ＸＸＸＸＸ＠ＹＹＹＤＤＣＣＣ 

 

          千葉市中央福祉事務所福祉サービス課 

〒 ２６０－８７３３ 千葉市中央区中央３－１３－８ 

   電話   ０４３－２２１－２６０１ 

   ＦＡＸ   ０４３－２２１－２６０２ 

   ｍａｉｌ  ｚｙ４５６３＠ＹＹＹｅｅｒｒｒ 

    



武井委員長からの意見

区単位 中学校単位 小学校単位 町内自治会単位

（5000世帯想定） （2000世帯想定） （200世帯想定）

45,46,47

1

2

3

4

※

5

6

    8,9

身近な福祉活動推進員：現在福祉活動推進員は各地区部分に２０名まで置かれており、最大の地区部会でも３５０世帯に１名いることになる。これを２倍くらいにして世話役さんを含めて（シ
ニアボランティアはもちろん）指名すれば、福祉活動推進員として研修を受けられ、身分もはっきりするので、この方向にしたら良いと考えます。

中学校単位と小学校単位とした合計４つの新組織についても地区の実情により、１つに統合しても良い。それだけ多くの機能を地域支えあい連絡会で持てればむしろその方がよく、その中
に実行委員会としていくつか置いてもよいのではないでしょうか。

地域支えあい連絡会は社協地区部会が対応可能の実力があれば地区部会がそのままスライドすることが好ましい。地区部会がそこまで実力のない地域では、まず地域支えあい連絡会を
立ち上げ、どちらかに統合して行くことが良いと考えられます。

来年度から地域福祉計画を具体的にどうやって推進するのかとなると、これだけ多くの事業をどこからどう手をつけ、推進するのか問題多い。

事業そのものや推進組織が多すぎて、具体的な担い手を想定すると、どこもほぼ同じメンバーになってしまい、パワー不足で半分も実現不可能ではないか。

事業内容を再分析して、事業数を半分以下にしたいが、各分科会でかなりの時間をかけ、議論したものであり、少なくとも機能としては、全項目を計画に位置づけることの必要性は感じま
す。

その場合、各機能を持った事業を分担する組織を定め、その組織が責任をもって検討し、地域の実情に合わせて優先順位をつけて推進する方法が考えられ、また、新しい組織はできるだ
け簡素化することも必要と考え、上記を例示します。

地域福祉計画推進協議会 地域支えあい連絡会 地域子ども教室

ウィークリーサロン連絡会

社会活動応援隊
（障害者の交流）

身近な福祉活動推進員
（シニア）

相談・情報センター
(センターサテライト)

相談・情報センター 家庭での教育



１　地域支えあい連絡会 ７　すべての子どもを地域で育てる　　 ３　シニアボランティアの登録制度

２、37　地域ボランティアの拠点づくり 10　地域による子ども教室 ４　世話役さん

32　福祉のまちづくりの啓発 11　クラブ活動ＰＲ運動 ５　見守り体制をつくる

34　福祉施設等と住民の連携 12  子ども会の充実 ６　小地域防災活動

35  障害者の自立支援体制をつくる 15　子ども相談応援隊の訪問体制づくり 18　ドッキングプレイス

43　わかりやすい情報の集約 ８　ウイークリーサロン 19　社会福祉施設でお手伝い
ﾊ゙ﾘｱﾌﾘー 推進 51　バリアフリーのまちをつくる ９　お年寄り向けスポーツクラブ活動 ４ 37世話役さん
市・区レベル事業 38　公共施設等職員の能力アップ 16　イベントを通した地域交流推進 家庭での教育45　家庭での福祉教育

39　事業者の体質改善、職員の技能強化 17  学校での子ども同士の交流推進
学校、幼児教育 44　学校での福祉教育 20　社会活動応援隊の結成

47　学校安全ボランティア活動 22　地域内行事参加の啓発活動
48　防犯安全運動の推進 27　お仕事斡旋センターの創設
49　地域防犯パトロール
50　町内自衛防災活動

情報化の推進 40　中央区相談・情報センター
高齢者 19　社会福祉施設でお手伝い

13　子育て家庭へ戸別訪問
14　子育てサロンの充実
25  一時的な子育てを地域で支援する
21　ボランティアによる戸別訪問
23　障害者の雇用の推進
24　雇用推進の広報の充実
26  地域の若者自立支援運動
33　障害者の権利擁護活動
41　中学校区相談・情報センター
42　福祉マップ、福祉情報誌
43　わかりやすい情報の集約

町内自治会単位

身近な福祉活
動推進員
(シニア)

全般

地域子ども
教室

ウェークリー
サロン連絡会

社会活動応
援隊（障害
者の交流）

小学校単位

子ども

障害者

情報・相談

中学校単位

既存事業の推進
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